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口力

藤

麻

子

【
要
約
】
　
本
稿
で
は
、
鈴
印
の
所
在
が
皇
権
の
掌
握
者
を
示
す
と
い
う
通
説
と
、
皇
権
の
遂
行
主
体
の
再
検
証
を
目
的
と
し
て
、
鈴
印
使
用
に
関
す
る
権

限
を
「
保
管
権
」
「
運
用
権
」
に
峻
別
し
て
個
別
に
検
討
し
た
。

　
嵩
置
に
関
し
て
は
、
奈
良
時
代
か
ら
内
裏
で
保
管
さ
れ
、
少
麺
奮
・
主
訴
の
み
が
請
進
・
出
納
業
務
を
行
う
と
い
う
原
則
が
確
認
で
き
た
。
特
に
内
印

は
遷
都
を
除
い
て
内
裏
外
に
持
ち
出
す
こ
と
は
な
く
、
そ
の
保
管
権
は
天
皇
に
集
約
さ
れ
て
い
た
。
一
方
、
運
用
権
は
、
天
皇
と
太
上
天
皇
が
と
も
に
持

つ
場
合
が
あ
り
、
天
皇
に
一
元
化
さ
れ
ず
、
皇
尊
の
遂
行
主
体
が
二
分
す
る
と
い
う
こ
の
矛
盾
は
、
両
者
の
政
治
的
対
立
の
～
因
と
な
っ
た
。
こ
の
た
め
、

薬
子
の
変
を
契
機
に
、
皇
権
の
天
皇
へ
の
一
元
化
が
図
ら
れ
る
が
、
律
令
文
書
行
政
の
凌
駕
を
意
図
す
る
蔵
入
設
置
は
、
指
印
自
体
の
効
力
低
下
を
も
招

く
事
に
な
っ
た
。
さ
ら
に
、
鈴
印
形
骸
化
の
も
う
　
つ
の
契
機
は
、
皇
位
継
承
者
不
在
の
称
徳
の
崩
御
で
あ
る
。
群
臣
に
よ
る
皇
太
子
決
定
は
、
鈴
印
奉

上
の
形
で
鈴
印
運
用
へ
群
臣
を
介
入
さ
せ
、
そ
の
限
定
性
を
崩
壊
さ
せ
る
端
緒
と
な
っ
た
。
　
　
　
　
　
　
　
吏
林
八
四
巻
六
号
　
二
〇
〇
㎜
年
＝
月

は
　
じ
　
め
　
に

　
調
印
（
鈴
璽
）
と
は
、
す
な
わ
ち
駅
鈴
と
内
印
（
天
皇
御
璽
）
の
こ
と
で
、
使
用
に
際
し
て
は
、
天
皇
に
奏
し
、
少
納
言
・
盃
盤
が
そ
の
請

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

進
・
出
納
を
行
う
の
が
令
規
定
で
あ
る
。
駅
鈴
は
、
交
通
・
通
信
制
度
で
あ
る
駅
制
の
利
用
に
不
可
欠
で
あ
り
、
予
め
太
宰
府
や
諸
国
に
給
与



鈴印の保管・運用と皇権（舶藤）

　
②
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

す
る
以
外
は
、
位
階
に
よ
る
給
与
数
制
限
や
使
用
後
の
速
や
か
な
返
却
が
規
定
さ
れ
て
い
た
。
一
方
、
内
印
は
公
式
令
で
五
位
以
上
の
位
記
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

諸
国
に
下
す
公
文
へ
の
捺
印
が
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
令
棚
の
原
則
は
、
養
老
四
年
に
は
一
部
改
正
さ
れ
、
「
小
事
」
に
は
外
印
（
太

政
宮
印
）
を
用
い
る
延
喜
式
規
定
へ
と
移
行
す
る
が
、
「
大
事
」
に
は
内
印
捺
印
を
必
要
と
す
る
点
に
お
い
て
、
内
印
の
重
要
性
に
変
化
は
見

　
　
　
⑤

ら
れ
な
い
。
つ
ま
り
、
律
令
制
下
を
通
じ
て
、
鈴
印
は
天
皇
が
文
書
行
政
と
諸
国
へ
の
命
令
権
を
掌
握
す
る
た
め
に
不
可
欠
な
器
物
で
あ
り
、

岸
俊
男
氏
が
鈴
印
を
「
皇
権
の
シ
ン
ボ
ル
」
と
評
し
た
理
由
は
こ
の
点
に
あ
る
。
さ
ら
に
諸
国
が
天
皇
か
ら
の
正
当
な
命
令
で
あ
る
こ
と
を
判

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

断
ず
る
唯
一
の
手
段
が
内
印
捺
印
の
有
無
で
あ
り
、
内
印
の
本
質
が
こ
の
点
に
あ
っ
た
こ
と
は
、
鎌
田
元
一
氏
が
指
摘
し
て
い
る
。

　
～
方
、
鈴
印
と
皇
権
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
主
に
太
上
天
皇
制
の
研
究
で
論
じ
ら
れ
て
き
た
。
か
つ
て
、
岸
俊
男
氏
は
、
固
関
に
着
目
し
、

崩
御
時
の
皇
位
継
承
を
め
ぐ
る
紛
争
の
規
模
や
社
会
不
安
が
、
そ
の
太
上
天
皇
の
生
前
の
地
位
や
実
権
の
バ
ロ
メ
ー
タ
ー
で
あ
る
こ
と
を
指
摘

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

し
、
皇
権
の
所
在
に
言
及
し
た
。
以
後
、
平
氏
の
論
考
を
起
点
に
政
治
史
研
究
が
展
開
さ
れ
て
き
た
。
春
名
宏
昭
氏
は
、
太
上
天
皇
を
天
皇
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

同
等
の
国
政
総
覧
者
と
位
置
付
け
、
篁
敏
生
氏
は
太
上
天
皇
が
天
皇
と
同
様
に
律
令
国
家
機
構
に
関
係
を
持
っ
た
と
す
る
。
こ
れ
に
対
し
、
仁

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

藤
敦
史
氏
は
、
制
度
的
権
力
の
天
皇
に
対
し
、
太
上
天
皇
は
人
格
的
権
威
に
よ
り
令
制
官
司
へ
の
働
き
か
け
を
行
っ
た
と
す
る
。
こ
れ
ら
の
先

行
各
論
に
お
い
て
、
太
上
天
皇
は
そ
の
存
在
の
重
要
性
を
高
く
評
価
さ
れ
、
政
務
に
関
与
す
る
権
限
を
も
っ
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
き
た
。
し

か
し
、
太
上
天
皇
の
具
体
的
権
限
が
明
ら
か
で
な
く
、
個
別
例
と
共
通
像
の
区
別
が
曖
昧
で
あ
る
。
ま
た
、
鈴
印
に
つ
い
て
は
、
太
上
天
皇
や

天
皇
の
鈴
印
へ
の
影
響
力
、
運
用
権
限
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
皇
権
の
遂
行
主
体
を
検
討
す
る
上
で
重
要
で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
鎌
田
氏

な
ど
の
制
度
的
研
究
の
成
果
が
十
分
に
取
り
入
れ
ら
れ
ず
、
紫
微
中
台
な
ど
の
政
治
史
研
究
も
含
め
て
、
鈴
印
の
所
在
が
皇
権
の
掌
握
者
（
遂

行
主
体
）
を
示
す
と
い
う
図
式
が
定
着
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。
こ
の
点
で
、
岸
氏
以
後
の
政
治
史
研
究
に
限
界
が
生
じ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

　
し
た
が
っ
て
本
稿
で
は
、
こ
の
図
式
自
体
を
問
い
直
し
、
鈴
印
へ
の
影
響
力
か
ら
皇
権
の
遂
行
主
体
を
再
検
証
す
る
こ
と
を
課
題
と
し
た
。

そ
の
た
め
、
ま
ず
鈴
印
の
使
用
に
関
し
て
、
実
際
に
確
保
・
保
持
す
る
「
保
管
権
」
と
捺
印
・
給
与
命
令
の
主
体
と
な
る
「
運
用
権
」
の
二
項

目
を
中
心
に
基
本
原
則
を
確
認
し
、
具
体
例
を
通
じ
て
検
証
し
た
い
。
な
お
本
稿
で
は
、
六
国
史
の
記
事
に
関
し
て
は
、
条
文
の
日
付
の
み
を
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記
し
、
特
に
史
料
名
を
挙
げ
な
い
こ
と
と
す
る
。

　
①
　
職
員
令
・
太
政
富
条
、
中
務
省
条
、
公
式
令
・
聯
奏
式
条
。
な
お
、
請
印
の
詳

　
　
細
は
『
内
裏
儀
式
』
（
少
納
言
尋
常
奏
式
）
に
見
え
る
。

　
②
公
式
令
・
諸
国
給
鈴
条

　
③
公
式
令
・
給
駅
伝
馬
条
、
行
公
文
皆
印
条

　
④
　
公
式
令
・
天
子
神
璽
条

　
⑤
養
老
四
年
五
月
癸
酉
2
1
条
、
延
喜
太
政
官
式
・
内
外
玉
条
。
な
お
、
こ
の
点
に

　
　
つ
い
て
は
、
吉
川
真
司
氏
の
「
外
印
請
印
考
」
（
『
律
令
官
僚
制
の
研
究
』
～
九
九

　
　
八
年
・
塙
書
房
、
初
出
一
九
九
五
年
）
に
詳
し
い
。

　
⑥
鎌
田
　
空
「
日
本
古
代
の
富
印
…
一
八
世
紀
の
諸
国
印
を
中
心
と
し
て
一
」

　
（
㎎
律
令
公
民
制
の
研
究
㎞
二
〇
〇
一
年
・
塙
書
房
、
初
出
一
九
九
四
年
）

⑦
岸
俊
男
門
元
明
太
上
天
皇
の
崩
御
」
（
『
日
本
古
代
政
治
史
研
究
』
～
九
六
六

　
年
・
塙
書
廃
、
初
出
一
九
六
五
年
）

⑧
春
名
宏
昭
「
太
上
天
皇
制
の
成
立
」
（
『
史
学
雑
誌
隔
九
九
－
二
・
　
九
九
〇

　
年
）

⑨
箆
敏
生
「
古
代
王
権
と
律
令
国
家
機
構
の
再
編
－
蔵
人
所
成
立
の
意
義
と
前

　
提
1
」
（
『
日
本
史
研
究
』
三
四
四
・
一
九
九
一
年
）

⑩
仁
藤
敦
史
「
太
上
天
皇
制
の
展
開
」
（
『
古
代
王
権
と
官
僚
制
』
二
〇
〇
〇
年
・

　
臨
翔
轍
W
店
、
初
出
　
九
九
⊥
ハ
年
）
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第
一
章
　
鈴
印
の
保
管
と
政
務
運
用

本
章
で
は
、
行
幸
を
通
し
て
、
鈴
印
保
管
権
の
基
本
原
則
を
確
認
す
る
。
な
お
、
行
幸
が
皇
権
の
行
事
と
し
て
天
皇
と
深
く
関
係
し
て
い
る

こ
と
、
さ
ら
に
鈴
印
の
所
在
を
知
る
数
少
な
い
史
料
で
あ
る
こ
と
が
、
行
幸
を
取
り
上
げ
る
理
由
で
あ
る
。

第
【
節
留
守
官
の
権
限

　
行
幸
に
関
し
て
は
、
公
式
令
・
車
駕
巡
幸
条
に
「
凡
車
駕
巡
幸
。
京
師
留
守
官
。
黒
風
契
。
多
少
臨
時
単
管
。
」
と
見
え
、
同
条
古
記
と
義

解
は
皇
太
子
が
留
守
宮
に
な
る
と
す
る
が
、
そ
の
実
例
は
少
な
く
、
『
続
日
本
紀
』
に
は
議
政
宮
を
含
む
上
級
官
人
が
な
る
例
が
多
く
見
え
る
。

ま
た
、
同
条
は
留
守
官
へ
の
「
鈴
（
駅
鈴
）
と
契
」
給
与
も
規
定
す
る
が
、
内
印
へ
の
言
及
は
な
く
、
、
行
幸
時
の
内
印
の
保
管
と
運
用
に
つ
い

て
は
、
『
令
集
解
』
引
用
の
各
説
で
す
で
に
意
見
が
異
な
っ
て
い
る
。
義
解
は
唐
令
を
参
考
に
、
朱
説
も
御
所
（
行
在
所
）
で
の
政
務
を
理
由
に

留
守
宮
に
は
内
印
を
給
与
し
な
い
と
す
る
が
、
穴
記
は
姦
商
を
付
与
さ
れ
て
も
内
印
が
な
け
れ
ば
施
行
不
可
能
で
あ
る
た
め
、
留
守
官
に
も
内
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印
が
必
要
で
あ
る
と
す
る
。
さ
ら
に
、
延
喜
主
構
・
左
近
衛
府
・
左
罵
寮
式
に
は
鈴
印
携
行
時
の
従
駕
規
定
が
見
え
る
が
、
一
方
で
、
天
平
十

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

六
年
と
十
七
年
の
難
波
宮
行
幸
中
に
鈴
印
を
取
り
寄
せ
る
と
い
う
、
鈴
印
不
携
行
の
実
例
も
あ
る
。

　
駅
鈴
は
、
令
文
か
ら
も
複
数
の
存
在
が
確
認
で
き
る
た
め
、
行
在
所
へ
の
連
絡
用
に
留
守
官
に
給
与
し
た
場
合
で
も
、
一
部
を
行
幸
に
携
行

す
る
こ
と
に
問
題
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
内
印
の
保
管
権
で
あ
り
、
行
幸
に
携
行
す
る
か
、
留
守
官
に
給
与
す
る

か
は
、
先
行
研
究
で
も
未
だ
に
決
着
を
み
て
い
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

　
内
印
携
行
の
立
場
を
と
る
鈴
木
景
二
氏
は
、
従
駕
が
当
然
で
あ
っ
た
た
め
令
文
に
規
定
が
な
か
っ
た
と
し
、
澤
木
智
子
氏
は
、
留
守
官
に
預

け
る
積
極
的
意
義
が
認
め
ら
れ
な
い
と
し
て
、
両
者
と
も
、
天
平
の
不
携
行
の
二
例
は
皇
権
が
二
分
す
る
複
雑
な
政
治
情
勢
下
で
の
例
外
と
み

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

な
し
て
い
る
。
一
方
、
不
携
行
説
を
と
る
鎌
田
元
一
氏
は
こ
の
二
例
を
重
視
し
、
当
初
の
行
幸
に
内
印
携
行
は
な
く
、
『
延
喜
式
』
の
携
行
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

内
印
の
実
質
的
機
能
が
形
骸
化
す
る
様
相
と
見
な
す
。
ま
た
、
仁
藤
敦
史
氏
は
、
上
皇
と
天
皇
が
同
時
に
行
幸
す
る
こ
と
を
想
定
し
、
内
印
を

都
城
に
残
さ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
と
す
る
。
以
上
の
よ
う
に
、
行
幸
中
の
内
印
保
管
に
つ
い
て
は
、
天
平
の
二
例
と
職
延
喜
式
』
規
定
の
評
価
、

留
守
宮
の
権
限
や
行
幸
中
の
政
務
運
用
が
論
点
と
な
っ
て
い
る
。

　
そ
こ
で
ま
ず
、
留
守
官
の
権
限
に
注
目
し
た
い
。
下
記
給
与
は
令
規
定
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
運
用
権
・
保
管
権
そ
の
も
の
の
委
譲
で
は
な
く
、

他
の
官
人
へ
の
給
与
例
と
同
様
、
職
務
に
関
し
て
の
駅
鈴
す
な
わ
ち
駅
馬
の
使
用
許
可
に
過
ぎ
な
い
。
ま
た
、
皇
太
子
が
留
守
宮
と
な
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

（
皇
）
太
子
監
国
で
は
、
勅
旨
・
便
奏
に
代
わ
っ
て
令
旨
・
啓
の
使
用
が
許
可
さ
れ
て
い
た
。
さ
ら
に
、
公
式
令
・
車
駕
巡
幸
条
・
義
解
に
は

「
太
子
監
国
之
日
。
唯
得
用
勅
旨
及
直
奏
。
以
外
大
事
。
不
須
施
行
。
」
、
同
・
詔
書
空
喜
・
義
解
に
は
「
臨
時
大
事
為
詔
。
尋
常
小
事
為
重
。
」

と
見
え
、
太
子
監
二
時
、
尋
常
の
小
事
は
啓
・
令
旨
に
よ
り
代
行
可
能
と
な
る
が
、
詔
書
に
よ
る
国
家
の
大
事
や
論
説
式
・
聖
霊
式
の
決
裁
権

　
　
　
　
　
⑦

限
は
な
か
っ
た
。

　
国
家
の
「
大
事
・
小
事
」
と
は
相
対
的
表
現
で
あ
る
が
、
公
式
令
・
詔
書
式
条
と
論
奏
式
条
か
ら
、
お
お
む
ね
こ
の
区
分
を
察
す
る
こ
と
が

で
き
よ
う
。
延
喜
太
政
官
式
・
内
外
印
条
と
比
較
し
て
み
る
と
、
「
詔
書
下
弓
」
や
「
増
減
官
員
」
「
断
流
罪
以
上
及
除
名
」
「
廃
置
国
郡
」
「
用
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蔵
物
五
百
端
以
上
。
銭
二
百
貫
以
上
。
倉
糧
五
百
石
以
上
。
奴
尊
志
人
以
上
。
馬
五
十
匹
以
上
。
牛
五
十
頭
以
上
。
」
な
ど
の
留
守
官
に
は
決

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

裁
権
限
が
な
い
論
忙
裏
の
事
項
は
内
印
捺
印
を
必
要
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
　
ま
た
、
太
子
報
国
で
代
行
可
能
な
便
奏
式
に
は
「
請
進
鈴
印
」

が
含
ま
れ
る
が
、
駅
鈴
は
す
で
に
留
守
官
に
給
与
さ
れ
て
お
り
、
内
印
は
、
天
皇
が
宮
都
を
留
守
に
す
る
以
上
、
請
印
儀
自
体
が
執
行
不
可
能

で
あ
る
。

　
つ
ま
り
、
天
皇
行
幸
中
の
太
子
監
国
の
権
限
に
は
、
内
印
（
鈴
印
）
運
用
権
が
な
く
、
こ
の
点
か
ら
は
留
守
官
に
内
印
給
与
、
す
な
わ
ち
保

管
権
委
譲
の
必
要
は
な
か
っ
た
と
い
え
る
。

第
二
節
　
行
幸
中
の
政
務
運
用
と
内
印

で
は
、
天
皇
に
は
行
幸
時
に
内
印
携
行
の
必
要
が
あ
っ
た
の
か
。

（【

¥
1
】
参
照
。
以
下
、
行
幸
の
番
号
は
表
に
対
応
す
る
。
）

門
表
1
】
　
『
続
日
本
紀
㎞
に
み
え
る
天
皇
行
幸
と
遷
都
（
宮
外
遷
御
）

具
体
的
な
記
事
か
ら
、
行
幸
中
の
政
務
運
用
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

年
・
月
・
干
支
対
応
日

主
体

主
な
行
幸
還
宮
記
事

留
守
宮

関
係
褒
賞

行
幸
中
記
事
（
経
過
地
）
・
備
考

内

※

1

文
武
二
・
二
・
丙
申
5

文
武

幸
・
宇
智
郡

△

A

2

文
武
三
・
正
・
癸
未
2
7
　
　
　
　
二
・
丁
未
2
2

文
武

幸
・
難
波
宮
至
自
・
難
波
宮

△

A

3

大
宝
元
・
二
・
癸
亥
2
0
　
　
　
　
二
・
庚
午
2
7

文
武

行
幸
・
吉
野
離
宮
至
自
・
吉
野
宮

一
㌘
丙
寅
2
3
　
任
勘
民
官
戸
籍
史
等

△

A

4

大
宝
元
・
九
・
丁
亥
1
8
　
　
　
十
・
戊
午
1
9

文
武

幸
・
紀
伊
国
自
・
紀
伊
・
至

進
階
・
賜
物
税
免
・
五
二

（
武
蔦
温
泉
）

△

A

5

大
宝
二
・
七
・
丙
子
1
1

文
武

幸
・
吉
野
離
宮

△

A

6

慶
雲
二
・
三
・
癸
未
4

文
武

幸
・
倉
橋
離
宮

△

A
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7

慶
雲
三
・
二
・
丁
酉
2
3

文
武

幸
・
内
野

△

A

8

慶
雲
三
・
九
・
丙
寅
2
5
　
　
　
　
十
・
壬
午
1
2

文
武

行
幸
・
難
波
還
宮

進
階

△

A

9

和
銅
元
・
九
・
壬
申
1
4
　
　
　
　
九
・
丙
戌
2
8

元
明

行
幸
・
菅
原
還
宮

賜
物
・
賜
禄
税
免
・
賜
稲

九
・
戊
寅
2
0
　
巡
幸
平
城
観
其
地
形
（
岡
田
離
宮
・
春
日
離
宮
）

△

A

10

和
銅
一
マ
八
・
辛
亥
2
8
　
　
　
　
九
・
戊
午
5

元
明
幸
・
平
城
宮
至
自
・
平
城

税
免
・
叙
位
賜
物

九
・
乙
卯
2
　
巡
撫
新
京
百
姓
焉

△

A

和
銅
二
・
十
二
・
丁
亥
5

元
明

幸
・
平
城
宮

○

C

1
1
1
2

和
銅
三
・
三
・
辛
酉
1
0

元
明

始
遷
都
干
平
城

左
大
臣
・
石
上
麻
呂

○

C

13

和
銅
五
・
八
・
庚
申
2
3

元
明

行
幸
・
高
安
城

△

A

14
和
銅
六
・
六
・
乙
卯
2
3
　
　
　
　
六
・
戊
午
2
6

元
明

行
幸
・
甕
原
離
宮
還
宮

△

A

15

和
銅
七
・
②
・
乙
卯
2
2

元
明

行
幸
・
甕
原
宮

△

A

16

霊
亀
元
・
三
・
壬
午
朔

元
明

幸
・
艶
原
離
宮

△

A

霊
亀
元
・
七
・
己
丑
過

元
明

行
幸
・
甕
原
離
宮

△

A

1
7
1
8

養
老
元
・
二
・
壬
午
1
一
　
　
　
　
二
・
辛
卯
2
0

元
正

幸
・
難
波
宮
還
宮

進
階
・
賜
物
賜
禄

（
和
泉
宮
・
竹
原
井
頓
宮
）

△

A

19
養
老
元
・
九
・
丁
未
1
1
　
　
　
　
九
・
甲
子
2
8

元
正

行
幸
・
美
濃
国
還
宮

賜
物
・
進
階
税
免

（
近
江
国
・
美
濃
国
当
轡
郡
）

△

A

20

養
老
元
・
十
一
・
丁
巴
2
1

元
正

幸
・
和
泉
離
宮

税
免
・
賜
禄

△

A

21

養
老
二
・
二
・
壬
申
7
　
　
　
　
三
・
戊
戌
3

元
正

行
幸
・
美
濃
国
細
腰
自
・
菱
濃
・
至

賜
物
・
進
階
賜
禄

△

A

22
養
老
三
・
二
・
庚
午
1
1
　
　
　
　
一
一
・
丙
子
1
7

元
正

行
幸
・
和
泉
宮
還
宮

△

A

23

養
老
七
・
五
・
癸
酉
9
　
　
　
　
五
・
丁
丑
1
3

元
正

行
幸
・
芳
野
宮
還
宮

△

A

41 （835）



24

神
亀
元
・
三
・
庚
申
朔
　
　
　
　
三
・
甲
子
5

鯉
武

幸
・
芳
野
宮
還
宮

△

A

25
神
亀
元
・
十
・
辛
卯
5
　
　
　
　
十
・
己
酉
2
3

聖
武

幸
・
紀
伊
国
至
自
・
紀
伊
国

賜
禄
・
税
免
曲
赦
・
進
階

十
・
壬
寅
1
6
　
雑
戸
免
（
玉
津
鴎
・
和
泉
国
所
石
頓
宮
）

△

A

26

神
亀
二
・
十
・
庚
申
1
0

聖
武

幸
・
難
波
宮

十
・
辛
未
2
1
　
詔
近
宮
三
郡
司
授
位

△

A

27
神
亀
三
・
十
・
辛
亥
7
　
　
　
　
十
・
煙
毒
1
9
　
　
　
　
十
・
癸
酉
2
9

聖
武

行
幸
・
播
磨
国
印
南
野
行
還
至
・
難
波
宮
至
自
・
難
波
宮

限
界
・
賜
禄
賜
穀
・
曲
赦

（
印
南
野
邑
美
頓
宮
）
十
・
庚
午
2
6
　
知
造
難
波
通
事
任
命

△

A

28
神
亀
四
・
五
・
乙
亥
4
　
　
　
　
五
・
丁
丑
6

聖
武
幸
・
甕
原
離
宮
至
自
・
甕
原
宮

△

A

29

天
平
六
・
三
・
辛
未
－
〇
　
　
　
　
三
・
庚
辰
1
9

聖
武

行
幸
・
難
波
宮
還
宮

賜
物
・
賜
禄
税
免

三
・
二
子
1
5
　
四
天
王
寺
に
筆
入
（
竹
原
井
頓
宮
）

△

A

30

天
平
八
・
三
・
辛
巳
朔
　
　
　
　
三
・
乙
酉
5

聖
武

行
幸
・
甕
原
離
宮
還
宮

△

A

31

天
平
八
・
六
・
乙
亥
2
7
　
　
　
　
七
・
庚
寅
1
3

聾
武

行
幸
・
芳
野
離
宮
還
宮

（
詔
）
賜
物

△

32

天
平
十
一
・
三
・
甲
午
2
　
　
　
　
　
三
・
丁
酉
5

墾
武

行
幸
・
甕
原
離
宮
還
宮

△

A
A
A

33

天
平
十
一
・
三
・
乙
卯
2
3
　
　
　
　
　
三
・
戊
午
2
6

塗
武
元
正

行
幸
・
甕
原
離
宮
還
宮

叙
位

△

34

天
平
十
二
・
二
・
甲
子
7
　
　
　
　
　
二
・
丙
子
1
9

塗
武

行
幸
・
難
波
宮
還
宮

知
太
政
官
事
・
鈴
鹿
王
兵
部
卿
・
藤
原
豊
成

給
稲
・
叙
位

△

A

35

天
平
十
二
・
五
・
乙
未
1
0
　
　
　
　
　
五
・
丁
酉
1
2

聖
武

幸
・
右
大
臣
相
楽
別
業
還
宮

叙
位

右
大
臣
・
橘
諸
兄

△

A

36
天
平
十
二
・
十
・
壬
午
2
9
　
　
　
　
　
十
二
・
戊
午
6
　
　
　
　
　
十
二
・
丁
卯
1
5

聖
武

行
幸
・
伊
勢
国
至
・
坂
囲
郡
横
川
頓
富
幸
・
恭
仁
宮

知
太
政
官
事
・
鈴
鹿
王
兵
部
卿
・
中
衛
大
将
・
　
　
　
　
　
藤
原
豊
成

税
免
・
叙
位
賜
物

（
伊
賀
・
伊
勢
・
美
濃
・
近
江
）
十
二
・
戊
午
6
　
右
大
臣
諸
兄
　
恭
仁
宮
に
先
発
（
以
擬
遷
都
故
也
）
十
二
・
丁
卯
1
5
　
始
作
京
都

○

D
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37

天
平
十
E
・
九
・
丁
丑
3
0

聖
武

行
幸
・
宇
治
及
山
科

追
奈
良
留
守
・

△

A

十
・
己
卯
2

還
宮
（
恭
仁
宮
）

藤
原
豊
成
為
留
守

38

天
平
十
四
・
八
・
己
亥
2
7

基
点

行
幸
・
紫
香
楽
宮

知
太
政
官
事
・
鈴
鹿
王

平
城
留
守
任
命

△

A

九
・
乙
巳
4

還
・
恭
仁
京

左
大
弁
・
巨
勢
奈
豊
麻
呂

摂
津
大
夫
・
大
伴
牛
養

右
大
弁
・
紀
飯
麻
呂

民
部
卿
・
藤
原
仲
麻
呂

39

天
平
十
四
・
十
二
・
庚
子
2
9

甕
武

行
幸
・
紫
香
楽
宮

知
太
政
官
事
・
鈴
鹿
王

△

A

天
平
十
五
・
正
・
壬
寅
2

自
・
紫
香
楽
・
至

左
大
弁
・
巨
勢
奈
豊
麻
呂

（
恭
仁
宮
）

右
大
弁
・
紀
飯
麻
呂

民
部
卿
・
藤
原
仲
麻
呂

40

天
平
十
五
・
四
・
壬
申
3

聖
武

行
幸
・
紫
香
楽

右
大
臣
・
橘
諸
兄

平
城
留
守
任
命

△

A

四
・
乙
酉
1
6

還
宮
（
恭
仁
宮
）

左
大
弁
・
巨
勢
奈
昼
麻
呂

宮
内
少
輔
・
多
治
比
木
人

右
大
弁
・
紀
飯
麻
呂

41

天
平
十
五
・
七
・
癸
亥
2
6

聖
武

行
幸
・
紫
香
楽
宮

左
大
臣
・
橘
諸
兄

税
免

九
・
鉱
毒
2
1
　
甲
賀
郡
調
書
准
畿
内
収
之

○

B

八
・
丁
卯
朔

幸
・
鴨
川

知
太
政
官
事
・
鈴
鹿
王

十
・
辛
巳
焉
　
大
仏
造
立
詔

十
　
・
丁
酉
2

還
・
恭
仁
宮

中
納
言
・
巨
勢
奈
星
麻
呂

十
・
壬
午
1
6
　
調
庸
煮
物
令
貢
紫
香
楽
宮

42

天
平
十
六
・
①
・
乙
亥
1
1

聖
武

行
幸
・
難
波
宮

知
太
政
官
事
・
鈴
鹿
王

×

A

二
・
丙
申
2

（
恭
仁
・
平
城

二
・
乙
未
朔
【
恭
仁
宮
の
鈴
印
を
と
る
】
平
城
留
守
治
部
大
輔
・
紀
清
入

留
守
宮
任
命
）

木
工
頭
・
小
田
王

左
京
亮
・
巨
勢
鴎
村

一
丁
甲
辰
1
0

幸
・
和
泉
宮

兵
部
卿
・
大
伴
牛
額

二
・
丙
午
1
2
　
雑
戸
免

二
・
丁
未
1
3

至
自
・
和
泉
宮
（
難
波
）

大
蔵
卿
・
大
原
桜
井

二
・
甲
寅
2
0
　
運
恭
仁
宮

二
・
丙
辰
2
2

幸
・
安
曇
江

大
蔵
大
輔
・
穂
積
老

高
御
座
拝
園
丁
於
難
波
宮

43

天
平
十
六
・
二
・
戊
午
2
4

聖
武

行
幸
・
紫
香
楽
宮

元
正
・
左
大
臣
橘
諸
兄

二
・
庚
申
2
6
　
左
大
臣
宣
勅

○

C

（
取
三
嶋
路
）

無
下
難
波
宮

三
・
甲
戌
U
　
樹
大
楯
槍
於
難
波
宮
中
外
門

44

天
平
十
七
・
五
・
壬
戌
5

聖
武

還
・
恭
仁
宮

甲
賀
宮
留
守

○

C

五
・
戊
辰
1
1

行
幸
・
平
城
（
申
宮
院
）

参
議
・
紀
麻
呂

45

天
平
十
七
・
八
・
癸
丑
2
8

聖
武

行
幸
・
難
波
宮

申
納
言
・
巨
勢
奈
亘
麻
呂

九
・
戊
午
4
　
国
司
任
官

×

A

藤
原
豊
成

九
・
癸
齋
1
9
聖
武
不
豫
・
宮
中
固
守

九
・
己
卯
2
5
九
・
庚
辰
2
6

還
・
平
城
（
宿
宮
池
駅
）
至
・
平
城
宮

　
　
　
　
【
平
城
宮
の
鈴
印
を
と
る
】
九
・
丙
子
2
2
　
放
賎
従
良

（837）43



46

天
平
十
八
・
十
・
甲
寅
6

精
製

行
幸
・
金
錘
寺

（
元
正
同
行
）
（
当
環
還
）

△

A

47

天
平
二
十
・
八
・
己
未
2
1

聖
武

幸
・
散
位
薯
井
広
成
宅

叙
位

（
明
日
還
）

△

A

48

天
平
勝
宝
元
・
四
・
甲
午
朔

聖
武

幸
・
東
大
寺

叙
位

△

A

49

天
平
勝
宝
元
・
四
・
丁
未
1
4

聖
武

幸
・
東
大
寺

叙
位

改
元

△

A

50

天
平
勝
宝
元
・
⑤
・
丙
辰
2
3

聖
武

遷
御
・
薬
師
寺
宮

七
・
甲
午
2
　
聖
武
譲
位

9
・

C

51

天
平
勝
宝
元
・
十
・
庚
午
9
　
　
　
　
　
　
十
・
丙
子
1
5

孝
謙
行
幸
・
河
内
国
智
識
寺
還
・
大
郡
宮

賜
物
・
税
免
叙
位

（
以
茨
田
弓
山
女
之
宅
為
行
宮
）

△

A
A

52

天
平
勝
宝
元
・
十
二
・
丁
亥
2
7

孝
恩

行
幸
・
東
大
寺

（
聖
武
同
行
）

△

53

天
平
勝
宝
二
・
二
・
戊
辰
9

孝
謙

移
御
・
薬
師
寺
宮

△

A

54

天
平
勝
宝
二
・
二
・
乙
亥
1
6

孝
謙

幸
・
春
日
酒
殿

叙
位

△

A

55

天
平
勝
宝
三
・
正
・
戊
戌
1
4

孝
謙

幸
・
東
大
寺

叙
位

△

A
A

56

天
平
勝
宝
四
・
四
・
乙
酉
9

孝
順

行
幸
・
東
大
寺
還
御
・
田
村
第

大
仏
開
眼
供
養
（
以
為
御
在
所
）

△

57

天
平
勝
宝
六
・
正
・
辛
丑
5

孝
謙

行
幸
・
東
大
寺

△

A

58

天
平
勝
宝
八
・
　
一
・
戊
申
2
4
　
　
　
　
　
　
四
・
庚
子
1
7

孝
謙

行
幸
・
難
波
二
宮

布
施
・
税
免
賜
正
税

（
御
・
智
識
寺
南
行
宮
）
四
・
丁
酉
1
4
　
聖
武
不
豫
・
大
赦
天
下

△

A

59

天
平
宝
字
元
・
五
・
辛
亥
4

孝
謙

移
御
・
田
村
宮

（
為
改
修
大
宮
也
）

？
・

C

60

天
平
宝
字
四
・
正
・
甲
子
2

淳
仁

幸
・
大
保
第

賜
物

大
挙
・
藤
原
仲
麻
呂

△

A

61

天
平
宝
字
四
・
正
・
丁
卯
5

淳
仁

幸
・
太
師
第

叙
位

太
師
・
藤
原
伸
麻
呂
　
　
（
孝
謙
同
行
）

△

A

62

天
平
宝
字
四
・
八
・
乙
亥
1
8
天
平
宝
字
五
・
正
・
丁
幾
1
1

淳
美

幸
・
小
治
田
宮
至
自
・
小
治
田
宮

賜
物
・
叙
位

八
・
乙
亥
1
8
　
調
庸
溜
塗
収
納
十
一
・
壬
辰
6
　
勅
・
赦
（
以
武
部
曹
司
為
御
在
所
）

○

C
A

63

天
平
宝
字
五
・
八
・
甲
子
1
2

淳
仁

幸
・
薬
師
寺
還
幸
・
授
刀
督
第

叙
位

（
孝
謙
同
行
）
授
刀
督
・
藤
原
御
楯

△

44 （838）



鈴印の保管・運用と皇権（加藤）

64
天
平
宝
字
五
・
十
・
甲
子
1
3
　
　
　
　
　
　
十
・
庚
午
1
9
天
平
宝
字
六
・
五
・
辛
丑
2
3

鼠
輩

行
幸
・
保
良
宮
幸
・
近
江
按
察
使
第
転
幸
・
太
師
第
還
・
平
城
宮

賜
物
・
叙
位

十
・
壬
戌
1
1
　
以
遷
都
保
良
也
十
・
己
卯
2
8
　
詔
（
為
改
作
平
城
｛
邑
勅
（
宜
割
近
都
両
郡
永
為
畿
県
）
淳
仁
・
中
宮
院
／
孝
謙
・
法
華
寺

○

C

65

天
平
宝
字
七
・
十
・
癸
酉
4

淳
仁

幸
・
山
背
国

叙
位

△

A

66

天
平
神
護
元
・
十
・
辛
未
1
3
　
　
　
　
　
⑩
・
辛
卯
3

称
徳

行
幸
・
紀
伊
国
都
到
・
因
幡
宮

叙
位
・
税
免
賜
物
・
曲
赦

（
十
・
庚
申
2
　
遣
使
固
守
三
関
）
（
大
和
国
高
市
郡
小
治
田
宮
・
紀
伊
・
　
和
泉
・
河
内
国
丹
比
郡
・
樗
潮
行
宮
）
⑩
・
己
丑
朔
　
弓
削
寺
に
施
入
食
封
⑩
・
庚
寅
2
　
詔
（
道
鏡
太
政
大
臣
禅
師
）

△

A

67

天
平
神
護
二
・
正
・
癸
酉
1
7

称
徳

幸
・
右
大
臣
第

叙
位

右
大
臣
・
藤
原
永
手

△

A

68

天
平
神
護
二
・
十
二
・
癸
巴
1
2

称
徳

幸
・
西
大
寺

叙
位

△

A

69

称
徳

叙
位
・
賜
禄

△

A

70
神
護
景
雲
元
・
四
・
乙
巳
2
6
　
　
　
　
　
　
四
・
丁
未
2
8

称
徳

幸
・
飽
波
宮
至
自
・
飽
波
宮

法
隆
寺
奴
碑
に
授
爵

△

A

質

神
護
景
雲
元
・
九
・
己
酉
2

称
徳

幸
・
西
大
寺
嶋
院

叙
位

△

A

72
神
護
景
雲
二
・
十
・
庚
申
2
0
　
　
　
　
　
　
十
・
壬
戌
2
2

称
徳

幸
・
長
谷
寺
還
宮

叙
位

施
入

△

A

73

神
護
景
雲
三
・
二
・
壬
寅
3

称
徳

幸
・
左
大
臣
第

叙
位

左
大
臣
・
藤
原
永
手

△

A

74

神
護
景
雲
三
・
二
・
癸
亥
2
4

称
徳

幸
・
右
大
臣
第

叙
位

右
大
臣
・
吉
備
真
備

△

A

75

神
護
景
雲
三
・
四
・
辛
酉
2
3

称
徳

幸
・
西
大
寺

叙
位

幽△

A
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76
神
護
景
雲
三
・
十
・
己
酉
1
5
　
　
　
　
　
　
十
・
辛
亥
1
7
　
　
　
　
　
　
十
一
・
無
謬
9

称
徳

幸
・
飽
波
漸
進
幸
・
由
義
宮
還
宮

賜
物
・
曲
赦
叙
位

十
・
癸
丑
1
9
　
河
内
守
任
命
十
・
豊
川
2
9
　
四
天
王
寺
全
章
に
賜
爵
十
・
甲
子
3
0
　
詔
以
由
義
宮
為
西
京

△

A

77
宝
亀
元
・
二
・
庚
申
2
7
　
　
　
　
四
・
戊
戌
唱

称
徳

行
幸
・
由
義
宮
至
自
・
由
義
宮

叙
位
・
賜
物

三
・
慌
惚
4
　
新
羅
使
に
賜
禄

△

A

78

宝
亀
元
・
十
一
・
戊
辰
－
o

光
仁

行
幸
・
御
鹿
原

叙
位

△

A

79
宝
亀
二
・
二
・
庚
子
1
3
　
　
　
　
二
・
辛
丑
1
4
　
　
　
　
二
・
戊
申
2
1

光
仁
幸
・
交
野
平
目
・
難
波
宮
還
到
・
竹
原
井
行
宮

叙
位

二
・
三
脚
1
6
　
左
大
臣
暴
病
二
・
己
酉
2
2
　
左
大
臣
・
藤
原
永
手
麗
・
　
　
　
　
贈
太
政
大
臣

△

A

80

宝
亀
三
・
二
・
戊
辰
1
7

光
仁

幸
・
右
大
臣
第

叙
位

右
大
臣
・
大
中
臣
清
麻
呂

△

A

81

宝
亀
三
・
六
・
己
卯
3
0

光
仁

幸
・
大
蔵
省

賜
物

△

A

82

宝
亀
三
・
八
・
甲
寅
6

光
仁

幸
・
難
波
内
親
王
第

△

A

83

宝
亀
五
・
八
・
己
丑
2
2

光
仁

幸
・
新
城
宮

叙
位

△

A

84

宝
亀
五
・
十
一
・
甲
辰
9

光
仁

幸
・
血
合
部
内
親
王
第

叙
位

△

A

85

宝
亀
九
・
四
・
甲
午
1
8

光
仁

幸
・
右
大
臣
第

叙
位

右
大
臣
・
大
中
臣
清
麻
呂

△

A

86
延
暦
二
・
十
・
戊
午
1
4
　
　
　
　
十
・
壬
戌
1
8

桓
武

行
幸
・
交
野
至
自
・
交
野

税
免
賜
物
・
叙
位

（
遊
猫
）
施
薬

△

A

87

延
暦
三
・
⑨
・
乙
卯
1
7

桓
武

幸
・
右
大
臣
田
村
第

叙
位

右
大
臣
・
藤
原
是
公

△

A

88

延
暦
三
・
十
丁
戊
申
1
1

桓
武

移
幸
・
長
岡
宮
（
遷
都
）

中
宮
皇
后
留
平
城

○

C

89
延
暦
四
・
八
・
丙
戌
2
4
　
　
　
　
九
・
庚
子
8
　
　
　
　
九
・
丙
辰
2
4

桓
武

行
幸
・
平
城
宮
行
幸
・
水
雄
岡
至
自
・
平
城

皇
太
子
・
早
良
親
王
右
大
臣
・
藤
原
是
口
中
納
琶
・
藤
原
種
継

斎
宮
伊
勢
群
行
の
た
め
九
・
己
亥
7
　
斎
宮
出
発
九
・
乙
卯
2
3
　
藤
原
種
継
暗
殺

△

A

90

延
暦
六
・
八
・
甲
辰
2
4

桓
武

行
幸
・
高
椅
津

叙
位

出
過
大
納
言
（
藤
原
継
縄
）
第

△

A

91

延
暦
六
・
十
・
丙
申
1
7
　
　
　
　
十
・
己
亥
2
0

桓
武

行
幸
・
交
野
鷺
宮

叙
位

以
大
納
言
藤
原
継
縄
別
業
為
行
宮
（
遊
猫
）

△

A

92

延
暦
十
・
四
・
丁
巳
2
7

桓
武

幸
・
弾
正
勢
第

叙
位

弾
正
サ
・
諸
王

△

A
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93

延
暦
十

　・
¥十

，　　　　　　・

M丁
子酉
1310

桓
武

還行
宮幸

@交
野

叙
位

（春
燈大
猫納
）燃口

藤
原
継
縄
別
業
為
行
宮

△

A

○
数
字
は
閏
月
　
（
6
9
）
は
、
便
宜
上
同
｝
番
号
と
し
た
が
、
個
別
の
行
幸
記
事

関
係
褒
賞
は
、
続
紀
の
記
載
方
法
と
関
係
な
く
、
五
位
以
上
が
確
認
で
き
る
叙
位
は
「
叙
位
」
、
そ
の
他
は
「
進
階
」
と
表
記
し
た
。

内
は
内
印
携
行
の
有
無
〔
○
携
行
の
可
能
性
が
高
い
、
△
不
携
行
の
可
能
姓
が
高
い
、
×
確
実
に
不
携
行
〕

　
※
は
滞
在
期
間
に
よ
る
行
幸
の
分
類
　
　
A
：
（
一
ヶ
月
未
満
の
短
期
行
幸
）
　
B
：
（
長
期
滞
在
の
行
幸
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
C
：
（
遷
都
〈
内
裏
改
作
な
ど
に
よ
る
実
質
上
の
遷
都
・
遷
宮
も
含
む
〉
）
　
D
：
（
例
外
）

　
ま
ず
、
明
ら
か
に
内
印
不
携
行
で
あ
る
の
は
、
（
4
2
）
と
（
4
5
）
の
二
例
で
あ
る
。
（
4
2
）
で
は
、
聖
武
が
行
幸
先
の
難
波
宮
に
滞
在
す
る
天

平
十
六
年
二
月
に
、
「
遣
少
納
言
從
五
位
上
茨
田
王
子
恭
五
宮
。
取
回
沸
騰
外
印
。
亡
霊
諸
司
及
朝
集
控
室
於
難
波
宮
。
〔
乙
未
朔
条
〕
」
「
中
納

言
從
三
位
巨
勢
朝
臣
事
弓
麻
呂
持
留
守
官
正
儀
鈴
差
樽
難
波
宮
。
〔
丙
申
2
日
、
（
日
付
は
国
史
大
系
本
に
よ
る
、
以
下
数
字
の
み
記
す
）
条
〕
」
と
見
え
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

恭
仁
宮
か
ら
取
り
寄
せ
た
駅
鈴
・
内
印
・
外
印
が
、
翌
日
、
難
波
宮
に
到
着
し
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
丙
申
条
以
前
に
政
務
に
関
す
る
記
事

は
見
え
ず
、
内
印
が
必
要
な
政
務
は
行
わ
れ
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
五
聖
到
着
後
の
甲
寅
2
0
条
に
は
、
延
喜
太
政
官
式
で
内
印

捺
印
を
必
要
と
す
る
兵
庫
の
三
二
の
運
び
込
み
が
見
え
る
。
こ
の
後
、
聖
武
は
難
波
宮
周
辺
を
巡
行
し
た
後
、
三
嶋
路
を
と
っ
て
紫
香
楽
曲
に

行
幸
し
（
4
3
）
、
翌
天
平
十
七
年
五
月
に
恭
仁
宮
に
還
る
（
4
4
）
ま
で
の
一
年
以
上
、
長
期
滞
在
す
る
こ
と
に
な
る
。
一
方
、
元
正
太
上
天
皇
は

　
　
　
　
　
　
⑩

難
波
宮
に
留
ま
り
、
十
一
月
に
紫
香
楽
宮
（
甲
賀
宮
）
に
合
流
す
る
（
癸
酉
1
4
・
丙
子
1
7
条
）
ま
で
の
約
半
年
間
、
聖
武
と
は
別
行
動
を
と
る
。

で
は
こ
の
間
、
鈴
印
は
ど
の
よ
う
に
保
管
・
運
用
さ
れ
て
い
た
の
か
。

　
聖
武
の
紫
香
楽
宮
滞
在
中
に
は
、
造
兵
・
鍛
冶
司
廃
止
（
天
平
十
六
年
四
月
聖
典
2
1
条
）
、
国
分
寺
稲
設
置
の
詔
（
七
月
甲
申
2
3
条
）
、
鎮
西
府
へ

の
駅
鈴
の
給
与
（
九
月
己
丑
3
0
条
）
な
ど
、
内
印
捺
印
を
必
要
と
す
る
政
務
が
行
わ
れ
る
こ
と
か
ら
、
内
印
は
（
4
3
）
で
聖
武
と
と
も
に
紫
香
楽

宮
に
移
動
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
一
方
、
天
平
十
六
年
二
月
庚
申
2
6
条
に
は
「
左
大
臣
宣
勅
云
。
今
以
難
波
宮
津
爲
皇
都
。
下
知
此
状
。
京
戸

百
姓
任
意
黒
黒
。
」
と
見
え
、
元
正
と
と
も
に
難
波
宮
に
留
ま
っ
た
左
大
臣
橘
諸
兄
に
よ
り
、
い
わ
ゆ
る
「
難
波
宮
へ
の
遷
都
宣
言
」
が
出
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

れ
て
い
る
。
聖
武
の
留
守
中
に
出
さ
れ
た
こ
の
勅
は
、
元
正
が
出
し
た
と
す
る
見
解
も
あ
る
が
、
正
確
に
は
、
京
戸
百
姓
の
任
意
に
よ
る
往
来
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⑫
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

を
許
可
す
る
も
の
で
あ
り
、
五
日
前
の
気
葉
条
と
併
せ
て
、
難
波
遷
都
に
伴
う
一
連
の
京
戸
政
策
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
勅
自

体
が
「
難
波
宮
へ
の
遷
都
宣
言
」
で
あ
る
と
は
言
え
ず
、
「
聖
武
が
留
守
中
の
難
波
宮
で
遷
都
宣
言
が
出
さ
れ
る
こ
と
の
不
自
然
さ
」
を
理
由

に
、
聖
武
と
元
正
の
「
皇
権
の
分
裂
」
を
唱
え
る
の
は
穿
ち
す
ぎ
た
見
方
で
あ
ろ
う
。
こ
の
時
の
内
印
不
携
行
を
、
特
殊
な
政
治
状
況
下
で
の

例
外
と
評
価
す
る
鈴
木
氏
、
澤
木
氏
の
主
張
に
は
疑
問
が
残
る
。

　
も
う
一
つ
の
内
印
不
携
行
例
（
4
5
）
で
は
、
天
平
十
七
年
九
月
癸
酉
1
9
条
に
、
平
城
宮
の
鈴
印
を
聖
武
行
幸
先
の
難
波
宮
に
取
り
寄
せ
る
記

事
が
見
え
る
。
こ
の
取
り
寄
せ
自
体
が
聖
武
不
豫
に
よ
る
例
外
的
な
も
の
で
あ
り
、
一
ヶ
月
ほ
ど
で
聖
武
が
平
城
に
戻
っ
た
短
期
の
行
幸
で
あ

る
。
ま
た
、
こ
の
鈴
手
取
り
寄
せ
以
前
、
内
印
が
聖
武
の
手
元
に
な
い
間
に
、
国
司
任
命
（
天
平
十
七
年
九
月
戊
午
4
条
）
、
不
豫
に
よ
る
大
赦
・

賑
憧
の
勅
命
（
同
辛
未
1
7
条
）
な
ど
が
行
わ
れ
て
い
る

　
以
上
の
例
を
ふ
ま
え
、
他
の
行
幸
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
門
歯
1
】
を
行
幸
の
性
質
と
滞
在
期
間
を
も
と
に
分
類
し
て
み
る
と
以
下
の

通
り
と
な
る
。
へ
A
～
D
は
表
の
分
類
に
対
応
）

　
A
（
一
ヶ
月
未
満
の
短
期
行
幸
）
：
（
1
）
～
（
1
0
）
、
（
1
3
）
～
（
3
5
）
、
（
3
7
）
～
（
4
0
）
、
（
4
2
）
、
（
4
5
）
～
（
4
9
）
、
（
5
1
）
～
（
5
8
）
、
（
6
0
）
、
（
6
1
）
、
（
6
3
）
、
（
6
5
）
～

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
7
）
、
（
8
9
）
～
（
9
3
）

　
B
（
長
期
滞
在
の
行
幸
）
：
（
4
1
）

　
C
（
遷
都
〈
内
裏
改
作
な
ど
に
よ
る
実
質
上
の
遷
都
・
遷
宮
も
含
む
〉
）
：
（
1
1
）
、
（
1
2
）
、
（
4
3
）
、
（
4
4
）
、
（
5
0
）
、
（
5
9
）
、
（
6
2
）
、
（
6
4
）
、
（
8
8
）

　
D
（
以
上
に
あ
て
は
ま
ら
な
い
例
外
）
：
（
3
6
）

　
ま
ず
、
A
で
は
、
行
幸
先
の
関
係
者
・
陪
従
者
へ
の
税
免
除
・
叙
位
・
賜
野
壷
を
除
い
て
、
行
幸
中
に
内
印
捺
印
が
必
要
な
政
務
記
事
は
見

　
　
⑭

え
な
い
。
ま
た
、
、
大
宝
二
年
の
持
統
太
上
天
皇
の
参
河
国
行
幸
で
も
、
五
位
以
上
を
含
む
叙
位
・
賜
姓
・
賜
封
な
ど
関
係
者
へ
の
褒
賞
が
あ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

が
、
こ
の
間
、
文
武
天
皇
は
藤
原
宮
で
通
常
政
務
を
執
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
、
内
印
は
当
然
、
文
武
の
も
と
に
保
管
さ
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

つ
ま
り
、
叙
位
等
の
内
印
捺
印
が
必
要
な
文
書
発
給
手
続
き
は
、
必
ず
し
も
行
幸
中
に
行
う
必
要
は
な
か
っ
た
と
言
え
る
。
し
た
が
っ
て
、
A
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で
は
、
天
皇
は
内
印
が
必
要
な
政
務
を
一
切
行
わ
な
か
っ
た
可
能
性
が
高
く
、
内
印
携
行
の
必
要
性
を
積
極
的
に
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　
む
し
ろ
、
A
の
内
印
不
携
行
を
裏
付
け
る
の
が
、
（
6
6
）
称
徳
の
紀
伊
国
行
幸
で
あ
る
。
行
幸
中
の
天
平
神
護
元
年
十
月
庚
辰
2
2
条
に
は
、
淡

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

尊
公
（
淳
仁
廃
帝
）
が
配
所
か
ら
逃
亡
を
図
り
、
翌
日
麗
志
し
た
こ
と
が
見
え
る
。
こ
の
死
は
暗
殺
説
も
あ
る
よ
う
に
、
き
わ
め
て
不
自
然
な

も
の
で
、
同
年
二
月
乙
亥
1
4
条
や
三
月
丙
申
5
条
の
勅
か
ら
も
、
淳
仁
の
存
在
に
対
す
る
警
戒
心
が
称
徳
側
に
あ
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

ま
た
、
行
幸
前
に
固
関
が
行
わ
れ
た
が
、
こ
の
よ
う
な
事
例
は
他
に
は
な
く
、
淡
路
廃
帝
を
め
ぐ
る
動
き
と
何
ら
か
の
関
係
が
あ
っ
た
と
み
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

べ
き
で
あ
ろ
う
。
固
関
は
、
官
符
と
内
印
捺
印
の
勅
号
を
駅
鈴
と
と
も
に
使
い
に
授
け
る
た
め
、
鈴
印
が
不
可
欠
で
あ
っ
た
。
よ
っ
て
、
こ
の

固
関
実
施
は
、
行
幸
へ
の
内
印
不
携
行
が
通
例
だ
っ
た
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
淡
路
廃
帝
の
死
を
、
称
徳
側
が
予
測
し
て
い
た
と
し
て
も
、

通
常
通
り
の
行
幸
で
は
、
内
印
は
平
城
に
残
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
前
例
が
な
い
こ
と
な
が
ら
、
不
虞
の
事
態
に
備
え
、
事
前
に
固
関

を
行
う
必
要
が
あ
っ
た
と
解
釈
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
、
（
6
6
）
や
先
の
（
4
5
）
な
ど
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
A
は
内
印
不
携
行
で
あ
っ
た
と
考

え
ら
れ
る
。

　
次
に
、
B
の
（
4
1
）
で
聖
武
は
行
幸
先
の
紫
香
楽
宮
に
約
四
ヶ
月
滞
在
し
、
大
仏
造
立
詔
を
出
し
て
い
る
。
こ
の
間
、
紫
香
楽
宮
の
あ
る
甲

賀
郡
の
調
製
を
畿
内
に
準
じ
、
東
海
・
東
山
・
北
陸
諸
国
の
今
年
の
調
庸
を
紫
香
楽
宮
に
貢
す
な
ど
の
政
策
が
あ
り
、
内
印
携
行
の
可
能
性
が

　
⑳

高
い
。
ま
た
、
こ
の
二
政
策
は
、
実
質
的
な
遷
都
の
（
6
2
）
（
6
4
）
に
類
例
が
見
え
、
こ
の
（
4
1
）
も
、
む
し
ろ
C
の
類
例
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

　
次
に
C
を
見
て
み
た
い
。
（
1
1
）
も
し
く
は
（
1
2
）
の
平
城
遷
都
、
（
8
8
）
の
長
岡
京
遷
都
は
、
元
明
・
桓
武
が
そ
れ
ぞ
れ
、
新
都
の
平
城

宮
・
長
岡
宮
に
移
動
し
た
時
点
で
、
内
印
も
移
動
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
（
4
3
）
で
、
内
印
が
聖
武
と
と
も
に
難
波
宮
か
ら
紫
香
楽
宮

に
移
動
し
た
こ
と
は
す
で
に
述
べ
た
。
こ
の
行
幸
出
発
時
点
で
は
、
聖
武
は
難
波
を
都
と
す
る
意
志
を
も
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
結
果

的
に
は
長
期
滞
在
か
ら
そ
の
ま
ま
紫
香
楽
遷
都
と
な
っ
た
。
そ
し
て
、
（
4
4
）
で
恭
仁
宮
を
経
て
平
城
へ
曹
達
と
な
る
が
、
こ
こ
で
も
内
印
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

聖
武
と
と
も
に
移
動
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
（
5
0
）
（
5
9
）
は
平
城
京
内
で
居
所
を
変
更
し
た
例
で
、
（
5
0
）
は
、
聖
武
譲
位
に
備
え
た
措
置
と
考

え
ら
れ
る
が
、
内
印
の
所
在
を
示
す
史
料
は
な
い
。
（
5
9
）
の
田
村
宮
移
御
は
「
為
改
修
大
宮
也
」
と
見
え
、
二
ヶ
月
後
の
天
平
宝
字
元
年
七
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月
時
点
で
、
鈴
印
が
光
明
皇
太
后
宮
に
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
詳
細
は
後
章
に
譲
る
が
、
こ
の
急
走
の
移
動
は
田
村
宮
移
御
と
関
係
す
る

と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
（
6
2
）
小
器
田
宮
行
幸
と
（
6
4
）
保
良
宮
行
幸
中
に
は
、
尚
侍
・
尚
蔵
の
封
戸
全
給
（
天
平
宝
字
四
年
士
再
戊
辰
1
2
条
）
、

節
度
使
任
命
（
同
五
年
＋
　
月
島
酉
1
7
条
）
、
さ
ら
に
正
月
叙
位
（
同
五
年
正
月
戊
子
2
条
・
同
六
年
正
月
癸
未
4
条
）
が
あ
り
、
と
も
に
内
印
携
行
と

考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
（
6
2
）
小
治
田
宮
は
「
新
京
」
と
あ
り
、
大
豊
局
（
陰
陽
寮
）
の
奏
に
よ
る
移
御
（
天
平
宝
字
四
年
八
月
己
惚
2
2
条
・
同
五

年
正
月
超
過
7
条
）
、
（
6
4
）
保
良
宮
行
幸
は
平
城
宮
改
作
の
た
め
の
移
御
（
同
五
年
遅
月
己
卯
2
8
条
）
で
、
各
々
、
五
ヶ
月
と
七
ヶ
月
に
及
ぶ
長
期

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

滞
在
、
す
な
わ
ち
事
実
上
の
遷
都
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
C
は
内
印
携
行
と
言
え
る
。

　
次
に
例
外
的
な
D
の
（
3
6
）
伊
勢
国
行
幸
を
見
て
み
た
い
。
聖
武
は
約
二
ヶ
月
の
東
国
巡
行
後
、
恭
鷺
宮
に
入
り
、
そ
の
ま
ま
遷
都
と
な
る
。

行
幸
（
4
2
）
時
に
窯
印
は
恭
仁
宮
に
あ
る
た
め
、
こ
の
入
御
時
に
馬
印
も
運
び
込
ま
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
、
（
3
6
）
当
初
か
ら
内
印
携
行
の
可

能
性
が
高
い
。
し
か
し
、
行
幸
前
に
は
藤
原
広
嗣
の
乱
が
起
き
て
お
り
（
天
平
＋
二
年
九
月
丁
亥
3
条
～
）
、
行
幸
中
も
聖
武
に
は
鎮
圧
軍
か
ら
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

報
告
が
届
き
、
こ
れ
に
対
す
る
報
勅
・
報
詔
も
出
て
い
る
。
つ
ま
り
、
飛
駅
使
の
往
来
、
す
な
わ
ち
、
内
印
運
用
の
必
要
は
事
前
に
予
測
で
き
、

こ
の
内
印
携
行
を
一
般
的
例
と
見
な
す
に
は
無
理
が
あ
る
。

　
以
上
の
例
か
ら
、
『
続
日
本
紀
』
の
天
皇
行
幸
で
、
内
印
が
確
実
に
携
行
さ
れ
た
の
は
、
C
の
遷
都
、
ま
た
は
改
作
等
で
内
裏
が
使
用
で
き

な
い
場
合
や
長
期
間
に
わ
た
っ
て
内
裏
を
空
け
る
実
質
的
な
遷
宮
・
遷
都
の
時
の
み
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
従
っ
て
、
こ
れ
ら
は
特
殊
な
例

で
あ
り
、
一
般
的
な
行
幸
に
は
、
む
し
ろ
内
印
不
携
行
で
あ
っ
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
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第
三
節
　
鈴
印
の
保
管
権

次
に
、
『
延
喜
式
』
の
行
幸
規
定
を
見
て
み
た
い
。

　
・
凡
行
幸
従
駕
内
印
。
井
駅
鈴
伝
符
等
。
皆
納
漆
馬
子
。
主
鈴
丹
少
納
言
共
預
供
奉
。
其
駄
者
左
右
馬
寮
充
之
。

　
・
凡
行
幸
者
。
将
監
一
人
升
自
西
階
受
取
御
劔
供
奉
。
即
率
近
衛
二
人
護
之
。
亦
令
近
衛
二
人
護
印
鈴
。

　
　
　
〔
巻
十
二
・
主
鈴
〕

〔
巻
四
十
五
・
左
右
近
衛
府
〕
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・
凡
車
駕
巡
幸
鈴
印
駄
。
用
馬
飼
強
壮
者
充
之
。
罐
人
二
人
。
〈
以
飼
丁
充
之
。
〉
於
宮
門
外
負
駄
。
以
列
駕
前
。
駕
輿
丁
鏑
駄
一
期
目
其
女
騎
十
八
疋
。
走

　
　
馬
廿
五
疋
。
〈
近
幸
走
馬
廿
疋
。
〉
自
余
馬
数
臨
時
聴
処
分
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
巻
四
十
八
・
左
右
馬
寮
〕

　
以
上
の
条
文
（
a
群
）
は
、
内
印
携
行
説
の
重
要
な
根
拠
と
な
っ
て
お
り
、
奈
良
時
代
に
は
内
印
不
携
行
と
の
説
を
と
る
鎌
田
氏
、
仁
藤
氏

も
、
後
世
に
は
携
行
す
る
と
考
え
る
の
は
、
こ
の
条
文
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
。
し
か
し
、
『
延
喜
式
』
に
は
こ
の
a
群
に
対
し
、
次
の
条

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

文
（
b
群
）
も
存
在
す
る
。

　
　
・
凡
供
奉
行
幸
。
平
庭
内
記
購
入
。
史
生
一
人
。
内
記
分
在
左
右
。
領
脚
鞍
懸
馬
官
人
之
後
駄
間
馬
。
主
鈴
之
前
。
近
庭
内
記
一
入
。
史
生
一
人
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
巻
十
二
・
内
記
〕

　
　
・
凡
車
駕
行
幸
者
。
舎
人
四
番
〈
以
十
二
入
為
一
番
。
〉
供
奉
。
御
輿
長
八
人
。
置
型
四
人
。
並
著
緋
抱
由
布
袴
帯
。
若
皇
后
有
幸
。
零
墨
御
輿
長
。
装
束

　
　
同
前
。
其
上
門
田
便
取
副
鈴
舎
人
。
…
…
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
巻
十
三
・
大
舎
人
寮
〕

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

　
こ
の
b
群
の
「
駄
津
」
は
ど
う
解
す
べ
き
か
。
こ
れ
と
同
じ
も
の
を
示
す
と
思
わ
れ
る
の
が
、
行
幸
時
、
少
納
言
が
行
う
奏
書
の
「
鈴
」
で
、

こ
の
儀
式
次
第
を
要
約
す
る
と
次
の
通
り
で
あ
る
。

　
　
ω
　
行
幸
の
時
、
天
皇
は
爾
殿
（
紫
震
殿
）
の
中
央
の
間
に
御
す
。

　
　
②
　
少
納
言
は
閾
司
奏
を
経
て
内
に
入
り
、
版
位
に
就
く
。

　
　
㈹
　
少
納
言
は
「
御
供
に
持
仕
へ
奉
ら
む
壌
土
ら
む
と
申
す
」
と
奏
し
、
天
皇
は
「
之
を
取
れ
」
と
勅
答
す
る
。

　
　
㈲
　
少
納
言
は
主
鈴
を
喚
び
、
長
楽
門
の
所
へ
行
き
、
印
櫃
か
ら
鈴
を
出
さ
せ
、
衛
門
の
陣
の
外
に
出
て
、
鈴
を
馬
に
話
せ
る
。

　
　
㈲
　
（
行
在
所
）
少
趣
蕎
が
鈴
奏
を
行
っ
て
天
皇
に
鈴
を
進
る
。

　
　
㈲
　
（
還
四
時
）
少
納
言
が
「
御
供
に
持
仕
へ
奉
れ
る
鈴
奉
る
と
申
す
」
と
奏
し
、
「
之
を
収
め
よ
」
と
の
勅
答
の
後
、
鈴
を
櫃
に
収
め

　
　
　
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

長
楽
門
や
印
櫃
が
見
え
る
こ
と
か
ら
も
、
こ
の
落
角
の
鈴
が
駅
鈴
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
く
、
咽
内
裏
儀
式
価
で
行
在
所
と
還
幸
時
の
閾
司
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奏
の
際
に
、
「
鈴
持
大
舎
人
」
が
叩
慰
す
る
こ
と
か
ら
考
え
て
も
、
b
群
の
「
号
鈴
」
は
鈴
蘭
を
行
っ
て
行
幸
に
携
行
す
る
駅
鈴
を
指
す
と
考

　
　
　
　
　
　
　
⑳

え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　
で
は
、
a
・
b
両
群
の
「
鈴
印
」
「
駄
鈴
」
の
関
係
を
ど
う
考
え
る
べ
き
か
。
こ
の
手
が
か
り
と
な
る
の
が
、
次
の
荊
儀
式
戯
（
巻
二
・
践
酢

大
嘗
祭
儀
・
上
）
の
大
嘗
祭
御
祓
行
幸
行
列
の
駄
鈴
馬
の
位
置
で
あ
る
。

　
　
…
…
　
左
右
馬
寮
官
人
左
右
各
六
人
（
間
に
左
右
の
威
儀
下
馬
各
一
疋
）
↓
　
内
記
左
右
各
一
人
　
↓
　
典
鍮
左
右
各
一
人
（
間
に
三
年
馬
・

　
　
近
衛
左
右
に
各
～
人
）
↓
　
主
鈴
左
右
各
一
人
（
間
に
負
鈴
馬
・
近
衛
左
右
各
一
人
）
↓
馳
少
納
言
一
人
　
↓
　
…
…
　
車
駕
　
…
…

　
こ
れ
は
、
a
・
b
各
式
の
裏
印
、
ま
た
は
駅
鈴
に
供
奉
す
る
官
人
の
配
置
と
符
合
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
歯
式
の
記
載
は
共
通
の
も
の
を
示

す
こ
と
に
な
る
が
、
印
す
な
わ
ち
内
印
の
有
無
は
、
な
ぜ
生
じ
た
の
か
。

　
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
先
の
「
鈴
奏
」
で
あ
る
。
通
常
、
駅
鈴
と
内
印
は
同
じ
櫃
に
保
管
さ
れ
る
が
、
鈴
奏
で
は
駅
鈴
だ
け
を
取
り
出

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

し
、
明
ら
か
に
内
印
は
不
携
行
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
儀
式
書
の
「
鈴
奏
」
で
駅
鈴
の
み
行
幸
に
携
行
す
る
こ
と
は
、
内
印
携
行
が
遷
都
・
遷

宮
な
ど
の
特
殊
な
例
で
、
一
般
行
幸
で
は
む
し
ろ
、
内
印
不
携
行
で
あ
っ
た
と
す
る
前
節
の
結
論
の
傍
証
と
な
ろ
う
。
『
延
喜
式
』
a
群
が
規

定
す
る
の
は
内
印
携
行
時
の
聖
駕
形
態
で
、
内
印
携
行
そ
の
も
の
で
は
な
い
た
め
、
大
き
な
矛
盾
は
な
い
と
言
え
る
。

　
し
か
し
、
行
幸
に
不
携
行
の
内
印
が
ど
の
よ
う
に
保
管
さ
れ
て
い
た
の
か
依
然
問
題
と
な
る
。
通
常
時
の
鈴
印
の
保
管
場
所
は
、
貞
観
十
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

年
を
初
見
に
、
平
安
宮
内
裏
の
立
明
門
・
長
楽
門
間
の
廊
で
あ
っ
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
さ
ら
に
駅
鈴
と
内
印
は
、
同
じ
櫃
（
辛
櫃
・
韓

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

櫃
・
贋
）
中
に
納
め
ら
れ
、
櫃
に
は
「
鎭
」
（
く
さ
り
、
錠
の
意
）
が
と
り
つ
け
ら
れ
て
い
た
。
さ
ら
に
、
大
岡
三
年
四
月
辛
巳
3
0
条
に
「
駅
鈴
遺

在
廊
下
者
自
鳴
。
」
と
見
え
る
こ
の
「
廊
下
」
が
、
内
裏
の
築
地
回
廊
を
指
す
と
す
れ
ば
、
平
安
宮
の
初
期
に
は
、
こ
の
鈴
印
櫃
は
内
裏
内
に

安
置
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
長
岡
宮
の
史
料
は
な
い
が
、
平
城
宮
で
は
、
宝
亀
八
年
五
月
己
巳
1
9
条
に
「
自
注
字
八
年
平
飼
來
。
太
政
官

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

印
牧
於
内
裏
。
毎
日
曲
屋
。
至
事
事
置
太
政
官
。
」
と
見
え
、
仲
麻
呂
の
乱
時
に
不
正
利
用
さ
れ
、
盗
ま
れ
た
太
政
官
印
を
、
そ
の
後
一
時
的

に
内
裏
で
保
管
し
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
こ
の
時
、
鈴
印
争
奪
の
危
機
に
さ
ら
さ
れ
た
内
印
の
保
管
に
関
す
る
記
事
が
な
い
の
は
、
内
印
が
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鈴印の保管・運用と皇権（加藤）

普
段
か
ら
内
裏
で
保
管
さ
れ
て
い
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
橋
本
義
則
氏
は
、
養
老
四
年
八
月
丁
亥
7
条
の
「
詔
。
諸
請
内
印
。
自
今
以
後
。

下
作
雨
承
。
～
本
進
内
。
一
本
施
行
。
」
を
根
拠
に
、
奈
良
時
代
初
め
ご
ろ
、
天
皇
が
内
印
請
印
を
含
む
日
常
政
務
を
内
裏
で
執
っ
て
い
た
と

　
　
　
⑰

指
摘
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
鈴
印
の
内
裏
で
の
保
管
は
、
少
な
く
と
も
養
老
年
間
ま
で
さ
か
の
ぼ
り
、
令
制
当
初
か
ら
で
あ
っ
た
可
能
性
も
あ

る
。　

行
幸
時
、
留
守
官
に
内
印
運
用
権
が
な
く
、
そ
の
保
管
権
委
譲
の
必
要
が
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
は
、
す
で
に
第
　
節
で
述
べ
た
。
し
た
が
っ

て
、
内
裏
閤
門
内
へ
の
出
入
り
が
厳
重
に
管
理
さ
れ
、
行
幸
中
は
宮
城
へ
の
出
入
り
も
制
限
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
皇
権
発
動
に
必

要
な
内
印
は
、
留
守
官
個
人
の
手
に
委
ね
る
よ
り
も
、
通
常
通
り
内
裏
内
に
保
管
し
て
お
く
方
が
安
全
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
こ
こ
で
再
び
天
平
十
六
年
の
例
を
見
て
み
る
と
、
二
月
乙
未
朔
条
に
は
少
納
言
の
茨
田
王
派
遣
が
見
え
る
が
、
翌
日
実
際
に
鈴
印
を
も
た
ら

す
の
は
中
納
雷
・
巨
勢
奈
弓
麻
呂
で
、
少
三
聖
派
遣
の
意
義
は
鈴
印
移
送
の
た
め
で
は
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
。
令
制
で
少
納
言
は
鈴
丹
の
請

進
を
職
掌
と
し
、
出
納
を
主
鈴
に
指
示
す
る
立
場
に
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
こ
れ
は
留
守
官
に
鈴
印
保
管
権
が
な
く
、
少
納
言
が
唯
一
内
裏
に
入

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

っ
て
主
鈴
に
鈴
印
を
出
さ
せ
る
権
限
を
有
し
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
な
お
、
陽
成
譲
位
時
（
元
慶
八
年
二
月
四
日
乙
未
条
）
に

も
、
鈴
印
を
平
常
時
同
様
「
承
明
門
内
東
廊
」
に
安
置
し
た
ま
ま
、
内
裏
を
空
け
て
遷
御
す
る
例
が
見
え
る
。

　
以
上
か
ら
、
次
の
原
則
が
確
認
で
き
る
。
鈴
印
は
奈
良
時
代
か
ら
内
裏
内
で
厳
重
に
保
管
さ
れ
、
そ
の
請
進
・
出
納
を
行
う
の
は
少
納
琶
・

主
鈴
に
限
定
さ
れ
て
い
た
。
特
に
内
印
は
遷
都
・
遷
宮
な
ど
天
皇
が
御
在
所
を
宮
外
に
置
く
特
殊
な
例
を
除
い
て
、
行
幸
に
も
不
携
行
で
あ
り
、

内
裏
か
ら
動
か
す
こ
と
は
な
か
っ
た
。
つ
ま
り
、
耳
印
の
保
管
権
は
内
裏
の
主
で
あ
る
天
皇
に
集
約
さ
れ
て
い
た
と
言
え
る
。

　
①
　
天
平
十
六
年
二
月
乙
未
朔
条
・
同
月
丙
串
2
条
、
天
平
十
七
年
九
月
癸
酉
1
9
粂
　
　
　
　
　
の
王
権
と
官
僚
制
㎞
二
〇
〇
〇
年
・
吉
川
弘
文
館
、
初
出
一
九
九
一
年
）

　
②
鈴
木
景
二
「
臼
本
古
代
の
行
幸
扁
（
『
ヒ
ス
ト
リ
ア
輪
＝
蓋
・
一
九
八
九
年
）
　
　
④
鎌
田
元
｝
「
律
令
制
と
文
書
行
政
扁
（
『
日
本
の
古
代
七
・
ま
つ
り
ご
と
の
展

　
③
澤
木
（
仁
藤
）
智
子
氏
は
、
行
幸
中
の
詔
書
頒
下
、
課
役
徴
免
、
兵
庫
器
侯
の
　
　
開
』
～
九
八
六
年
・
中
央
公
論
社
）

　
　
出
納
な
ど
が
天
皇
の
意
志
と
し
て
文
轡
行
政
に
の
っ
と
っ
て
行
わ
れ
る
た
め
に
は
　

⑤
仁
藤
敦
史
「
古
代
王
権
と
行
幸
」
（
判
古
代
王
権
と
官
僚
制
』
二
〇
〇
〇
年
・
臨

　
　
内
印
が
必
要
だ
と
す
る
。
「
行
幸
時
に
お
け
る
留
守
形
態
と
王
権
」
（
隅
平
安
初
期
　
　
　
　
　
川
書
店
、
初
出
｝
九
九
〇
年
）
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⑥
公
式
令
・
勅
旨
式
条
、
便
奏
式
条

⑦
瀧
川
政
次
郎
「
複
都
制
と
太
子
監
国
の
制
目
（
『
法
制
史
論
叢
2
京
制
並
に
都
城

　
制
の
研
究
歴
　
～
九
六
七
年
・
角
川
書
店
）

⑧
な
お
、
「
晶
出
外
。
早
期
奏
事
」
を
扱
う
奏
事
式
も
太
子
面
出
の
権
限
に
は
含

　
ま
れ
な
い
。

⑨
天
平
十
六
年
の
鈴
印
の
取
り
寄
せ
に
つ
い
て
、
横
困
健
～
氏
は
、
同
年
閏
正
月

　
丁
丑
1
3
条
の
安
積
親
王
（
聖
武
の
子
・
県
犬
養
氏
所
生
）
の
突
然
死
に
関
係
し
、

　
緊
迫
し
た
状
態
を
示
す
と
す
る
。
「
安
積
親
王
の
死
と
そ
の
前
後
」
（
『
白
鳳
天
平

　
の
世
界
』
一
九
七
三
年
・
創
元
社
、
初
出
一
九
五
九
年
）
／
一
方
、
直
木
孝
次
郎

　
氏
は
、
こ
の
直
後
の
高
御
座
・
大
瓶
・
兵
魔
の
打
杖
の
運
び
込
み
と
あ
わ
せ
、
聖

　
武
の
難
波
遷
都
あ
る
い
は
長
期
滞
在
の
意
憲
の
表
れ
と
す
る
。
「
天
平
十
六
年
の

　
難
波
遷
都
を
め
ぐ
っ
て
一
元
正
太
上
天
皇
と
光
明
皇
后
－
扁
（
『
飛
鳥
奈
良
時

　
代
の
研
究
』
～
九
七
五
年
・
璃
書
房
、
初
出
～
九
七
〇
年
）

⑩
　
天
平
十
六
年
二
月
戊
午
2
4
条
「
太
上
天
白
一
夕
左
大
蘭
品
格
宿
営
諸
兄
留
｛
無
心
難
波
｛
呂

　
焉
。
」

⑪
　
直
木
孝
次
郎
・
前
掲
論
文
／
早
川
庄
八
「
上
卿
制
の
成
立
と
議
政
官
組
織
」

　
（
『
日
本
古
代
官
僚
㈱
の
研
究
隔
一
九
八
六
年
・
岩
波
書
店
）
／
仁
藤
敦
史
「
太

　
上
天
皇
制
の
展
開
」
（
前
掲
）
／
石
野
雅
彦
「
詔
勅
か
ら
み
た
奈
良
時
代
の
太
上

　
天
皇
」
（
『
国
史
学
』
一
五
七
・
｝
九
九
五
年
）
／
な
お
、
早
川
氏
・
仁
藤
氏
は
、

　
こ
の
勅
は
聖
武
と
元
正
と
の
「
皇
権
（
王
）
の
分
裂
」
を
意
味
す
る
と
の
見
解
に

　
立
つ
。

⑫
天
平
十
六
年
二
月
乙
卯
2
1
条
「
恭
仁
京
百
姓
情
願
遷
難
波
宮
者
恣
聰
之
。
」

⑬
難
波
行
幸
（
4
2
）
の
二
日
前
、
天
平
十
六
年
閏
正
月
癸
酉
9
条
に
は
「
更
仰
京

　
職
令
諸
寺
百
姓
皆
作
舎
宅
」
と
見
え
、
こ
の
時
点
で
難
波
遷
都
の
意
志
は
ま
だ
な

　
く
、
恭
仁
京
を
都
と
す
る
方
針
に
変
更
は
な
か
っ
た
ら
し
い
。
し
た
が
っ
て
、

　
（
4
2
）
は
幾
初
、
一
般
の
短
期
行
幸
（
後
述
の
A
）
と
し
て
意
図
さ
れ
た
の
で
あ

　
ろ
う
。
ま
た
、
難
波
遷
都
決
定
の
時
期
は
、
恭
仁
宮
か
ら
高
御
座
等
が
運
び
込
ま

　
れ
る
二
月
中
寅
2
0
条
以
前
で
、
鈴
印
取
り
寄
せ
自
体
が
、
遷
都
時
の
田
印
移
動
の

　
例
に
基
づ
く
と
考
え
ら
れ
る
。

⑭
（
2
5
）
中
の
雑
戸
免
記
事
は
、
行
幸
関
係
者
か
否
か
は
不
明
。
ま
た
、
（
2
7
）

　
中
の
知
造
難
波
宮
事
任
命
は
行
幸
閲
係
者
と
見
な
す
べ
き
で
、
い
ず
れ
も
行
幸
中

　
に
内
印
請
印
が
行
わ
れ
た
根
拠
に
は
な
ら
な
い
。

⑮
大
宝
二
年
十
月
甲
辰
1
0
条
～
十
一
月
戊
子
2
5
条
。
十
月
乙
卯
2
1
条
に
は
孝
順
者

　
表
彰
の
詔
が
見
え
る
。

⑯
㎎
西
宮
記
睡
（
叙
位
儀
）
に
よ
る
と
、
ま
ず
叙
位
が
行
わ
れ
、
そ
の
後
位
記
へ

　
の
請
印
（
入
眼
）
が
行
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
こ
の
場
合
、
請
印
は
還
宮
遷
に
行

　
わ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

⑰
直
木
孝
次
郎
氏
は
、
淡
路
に
間
近
の
紀
伊
国
へ
の
行
素
自
体
が
、
称
徳
か
ら
淡

　
路
守
へ
の
無
醤
の
圧
力
と
な
っ
た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
と
し
て
、
淳
仁
の
死
へ

　
の
称
徳
の
関
与
を
指
摘
す
る
。
「
淡
路
廃
帝
淳
仁
の
死
を
め
ぐ
っ
て
」
（
『
飛
鳥
奈

　
良
時
代
の
考
察
㎞
一
九
九
六
年
・
高
科
害
店
、
初
出
一
九
八
七
年
）

⑱
天
平
神
護
元
年
十
月
庚
申
2
条
。
な
お
、
九
月
に
は
行
宮
造
営
が
命
じ
ら
れ

　
（
爆
睡
2
1
条
）
、
装
束
司
任
命
も
あ
る
（
癸
丑
2
4
条
）
た
め
、
こ
の
固
関
以
前
に

　
行
幸
は
決
定
し
て
い
た
と
言
え
る
。

⑲
こ
の
他
、
『
続
目
本
紀
㎞
に
見
え
る
固
関
記
事
は
、
天
皇
・
太
上
天
皇
の
不
豫
、

　
崩
御
時
以
外
、
長
屋
門
の
変
、
藤
原
仲
麻
呂
の
乱
、
氷
上
下
墨
の
変
の
み
。

⑳
「
固
関
儀
」
は
『
儀
式
』
『
西
宮
記
㎞
遡
北
山
抄
』
『
江
家
次
第
』
な
ど
に
見
え

　
る
。

⑳
調
庸
物
の
京
納
期
限
は
近
国
で
十
月
三
十
日
が
令
規
定
で
あ
り
、
聖
武
が
恭
仁

　
宮
に
還
る
の
は
十
一
月
二
日
で
あ
る
た
め
、
今
年
の
調
庸
に
関
す
る
決
裁
文
書
発

　
給
は
紫
香
楽
宮
で
行
っ
た
可
能
性
が
高
い
。

⑫
　
平
城
遷
都
は
、
（
1
1
）
で
藤
原
宮
へ
の
五
宮
記
事
が
見
え
な
い
た
め
、
（
1
2
）
は
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遷
都
宣
雷
で
、
実
際
の
移
動
は
す
で
に
（
1
1
）
で
行
わ
れ
て
い
た
可
能
性
も
あ
る
。

⑱
　
次
の
（
4
5
）
で
、
卜
師
が
平
城
宮
に
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
（
天
平
十
七
年

　
九
月
癸
酉
1
9
条
）

⑳
（
6
4
）
中
の
天
平
宝
字
五
年
十
月
壬
戌
1
1
条
に
は
、
「
以
遷
都
保
良
也
嚥
と
見

　
え
る
。

⑳
　
行
幸
直
前
の
天
平
十
二
年
十
月
己
夘
2
6
粂
に
は
「
勅
大
照
軍
大
野
朝
臣
東
入
等

　
日
。
朕
縁
有
所
意
。
今
月
之
末
。
暫
往
隅
東
。
難
非
其
時
。
事
不
能
巴
。
將
軍
知

　
之
不
須
驚
惟
。
」
と
見
え
る
が
、
実
際
に
は
二
十
三
日
に
藤
原
広
嗣
は
捕
え
ら
れ

　
て
い
る
。
し
か
し
、
二
十
九
日
付
の
東
人
の
奏
に
よ
り
、
聖
武
が
こ
れ
を
知
る
の

　
は
行
幸
中
で
（
十
一
月
丙
戌
3
条
）
、
出
発
時
点
（
十
月
二
十
九
日
）
で
聖
武
は

　
乱
の
鎮
圧
を
知
ら
な
か
っ
た
。

⑳
　
飛
駅
使
派
遣
は
、
公
式
令
・
国
有
瑞
条
に
見
え
、
『
儀
式
』
（
飛
駅
儀
）
、
糊
北
山

　
抄
』
（
三
四
・
飛
駅
事
）
に
は
こ
の
時
、
内
印
を
捺
印
す
る
こ
と
が
見
え
る
。

⑳
　
　
『
延
喜
式
』
内
記
式
と
主
鈴
式
は
と
も
に
「
弘
仁
式
・
金
剛
寺
所
蔵
本
」
に
よ

　
る
。

⑳
　
　
噌
内
裏
儀
式
』
（
行
幸
時
賜
鈴
拝
進
式
）
／
『
西
宮
記
葱
（
少
納
難
事
・
行
幸
之

　
時
鈴
奏
事
）
／
四
北
山
抄
』
（
巻
九
・
羽
林
抄
・
行
幸
）

⑲
　
平
安
宮
に
お
い
て
、
鈴
印
は
内
裏
承
明
門
・
長
楽
門
間
の
同
じ
茶
立
に
安
澱
さ

　
れ
る
。
（
後
述
〉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
す
ず
の
そ
う

⑳
　
小
学
館
隅
日
本
国
語
大
辞
典
臨
は
「
鈴
奏
」
を
「
平
安
時
代
行
幸
に
際
し
て
、

　
先
払
い
の
た
め
に
振
り
鳴
ら
す
鈴
の
下
賜
を
願
う
奏
上
。
お
よ
び
還
御
の
時
返
上

　
す
る
奏
上
」
と
説
明
す
る
が
、
「
駄
」
は
「
馬
に
背
負
わ
せ
る
扁
の
意
で
あ
り
、

　
大
嘗
祭
御
釈
行
幸
の
行
列
順
か
ら
も
「
先
払
い
の
た
め
に
振
り
鳴
ら
す
」
は
不
適

　
切
。

⑳
　
　
『
内
裏
儀
式
』
門
少
納
言
退
出
置
印
櫃
於
廊
下
。
主
芝
露
大
舎
人
止
立
取
鈴
立

　
廊
前
。
」
／
『
西
宮
記
』
「
少
納
言
左
廻
至
長
楽
門
下
前
橋
下
艶
出
鈴
。
立
乗
輿

　
前
」
な
ど
。
／
ま
た
、
「
固
関
儀
」
門
飛
駅
儀
偏
な
ど
、
内
印
と
駅
鈴
の
双
方
が
必

　
要
な
儀
式
で
は
、
ま
ず
内
印
だ
け
を
出
し
て
捺
印
し
た
後
、
印
を
納
め
る
際
に
駅

　
鈴
を
取
り
出
し
て
お
り
、
鈴
奏
で
内
印
を
共
に
取
り
出
し
て
い
る
と
は
言
い
難
い
。

⑫
　
承
明
門
は
内
裏
内
郭
の
南
正
門
で
、
そ
の
東
西
の
表
門
が
長
楽
・
永
安
門
で
あ

　
り
、
そ
の
間
は
築
地
圓
廊
と
な
る
。
承
明
：
永
安
門
の
様
子
は
、
『
年
中
行
事
絵

　
巻
』
（
射
撃
・
賭
弓
）
に
よ
り
知
る
こ
と
が
で
き
、
長
楽
門
付
近
も
永
安
門
と
同

　
様
の
構
造
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

⑳
　
貞
観
十
一
年
七
月
廿
六
日
壬
午
条
・
同
十
七
年
七
月
廿
一
日
辛
鏡
帯
・
元
慶
八

　
年
二
月
四
臼
乙
甲
条

⑭
　
前
官
。
三
日
本
紀
略
輪
天
慶
三
年
九
月
十
二
日
甲
二
条
、
噸
内
裏
儀
式
輪
（
行
幸

　
時
賜
鈴
艸
進
式
）
「
少
納
言
…
…
置
印
櫃
於
廊
下
環
鈴
…
…
就
櫃
取
鈴
」
／
『
西

　
宮
記
㎞
（
内
印
・
前
田
家
本
）
「
応
和
三
年
閏
十
二
月
王
日
、
…
…
欲
捺
印
。
印
納

　
辛
櫃
鎖
固
混
不
開
。
…
…
レ
な
お
、
「
固
関
白
」
「
飛
駅
儀
」
等
に
よ
る
と
、
駅
鈴

　
は
使
用
後
再
び
こ
の
櫃
中
に
納
め
る
事
に
な
っ
て
お
り
、
中
央
に
あ
る
駅
鈴
は
す

　
べ
て
こ
こ
で
保
管
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

⑳
　
　
『
新
訂
増
補
国
史
大
系
・
日
本
紀
略
隔
同
日
条
の
頭
注
は
「
遺
、
恐
妾
作
隣
」

　
と
す
る
。

⑳
　
天
平
宝
字
八
年
九
月
丙
午
1
2
条
・
壬
子
1
8
条

⑳
橋
本
義
則
「
朝
政
・
朝
儀
の
展
開
」
（
隅
平
安
富
成
立
史
の
研
究
㎞
一
九
九
五

　
年
・
塙
書
房
、
初
出
一
九
八
六
年
）

鈎
　
宮
衛
令
・
車
駕
行
幸
条
。
た
だ
し
、
諸
門
の
守
衛
が
通
常
時
と
行
幸
時
で
異
な

　
る
か
否
か
は
不
明
。

⑲
　
　
「
留
守
官
所
給
鈴
印
（
丙
申
2
条
）
」
は
、
内
印
に
関
し
て
は
実
際
の
給
与

　
（
保
管
権
の
委
譲
）
で
は
な
く
、
宮
城
そ
の
も
の
が
留
守
官
の
管
理
下
に
置
か
れ

　
た
た
め
の
表
現
と
考
え
ら
れ
る
。

⑩
　
　
噌
類
聚
符
宣
抄
』
（
第
六
・
貞
観
六
年
六
月
四
日
宣
）
に
は
少
納
言
不
参
に
よ

（849）55



り
、
「
請
印
塵
事
。
既
致
擁
滞
」
と
み
え
、
こ
の
状
態
が
九
世
紀
段
階
ま
で
厳
守

さ
れ
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
ま
た
、
藤
原
仲
麻
呂
の
謀
叛
が
発
覚
し
た
天

平
宝
字
八
年
九
月
乙
巳
1
1
条
で
も
、
孝
謙
太
上
天
皇
は
少
納
言
・
山
村
王
を
遣
わ

し
て
鈴
印
を
収
め
て
い
る
。
（
第
二
章
第
二
節
参
照
）

56 （850）

第
二
章
　
鈴
印
の
運
用
権
と
皇
権

　
鈴
印
の
保
管
権
が
天
皇
に
あ
り
、
内
裏
内
で
の
保
管
が
基
本
原
則
で
あ
る
と
す
る
と
、

の
見
解
は
再
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
当
章
で
は
、
前
章
の
例
外
と
な
る
、

鈴
印
の
運
用
権
と
皇
権
の
遂
行
主
体
に
つ
い
て
検
証
し
た
い
。

鈴
印
の
所
在
が
皇
権
の
掌
握
者
を
示
す
と
い
う
従
来

橘
奈
良
麻
呂
の
変
・
藤
原
仲
麻
呂
の
乱
を
も
と
に
、

第
【
節
　
光
明
皇
太
后
宮
の
鈴
印
と
紫
微
中
台

　
ま
ず
、
橘
奈
良
麻
呂
の
変
の
際
、
鈴
印
が
光
明
皇
太
后
宮
に
あ
っ
た
こ
と
は
、
天
平
玉
璽
元
年
七
月
庚
戌
4
条
・
同
戊
午
1
2
条
に
よ
り
確
認

で
き
る
。
奈
良
麻
呂
一
味
を
窮
問
し
た
結
果
、
明
ら
か
に
さ
れ
た
計
画
に
は
、
こ
の
鈴
印
の
掌
握
も
含
ま
れ
て
い
た
。
そ
こ
で
、
当
時
の
光
明

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

子
の
周
辺
を
み
て
み
る
と
、
天
平
勝
宝
元
年
の
孝
謙
即
位
後
、
皇
太
后
と
な
っ
た
光
明
子
の
皇
后
宮
職
は
紫
微
中
台
と
改
め
ら
れ
、
さ
ら
に
天

平
宝
字
元
年
に
紫
微
令
の
藤
原
仲
麻
呂
は
新
設
の
紫
微
内
相
に
就
任
（
五
月
丁
卯
2
0
条
）
し
て
お
り
、
「
令
掌
内
外
諸
兵
事
」
と
見
え
る
。

　
従
来
の
研
究
は
、
こ
の
紫
微
中
台
と
の
関
係
を
も
と
に
、
皇
太
后
宮
の
直
立
を
説
明
し
て
き
た
。
瀧
川
政
次
郎
氏
は
、
皇
太
后
が
天
皇
大
権

を
掌
握
し
た
た
め
、
鈴
印
を
手
中
に
収
め
、
長
官
の
仲
麻
呂
は
皇
太
后
に
近
侍
し
て
大
政
を
補
佐
し
、
紫
微
中
台
が
太
政
官
を
圧
倒
し
て
い
っ

　
　
　
　
　
　
②

た
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、
岸
俊
男
氏
は
、
実
権
は
皇
太
后
に
あ
り
、
紫
微
中
台
が
太
政
官
・
中
務
省
に
代
わ
り
そ
の
詔
勅
を
吐
血
を
し
た
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

め
、
鈴
印
も
皇
太
后
宮
に
あ
っ
た
と
す
る
。
さ
ら
に
近
藤
広
大
氏
は
、
孝
謙
は
即
位
当
初
か
ら
鈴
印
を
掌
握
で
き
ず
、
聖
武
太
上
天
皇
が
持
ち
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

聖
武
崩
御
の
前
後
に
皇
太
后
が
鈴
印
を
引
き
継
ぎ
、
詔
勅
発
給
が
可
能
に
な
っ
た
と
す
る
。
以
上
の
よ
う
に
、
皇
太
后
宮
に
焼
印
が
あ
る
事
実

の
み
が
強
調
さ
れ
て
き
た
が
、
近
年
、
吉
川
敏
子
氏
が
平
城
宮
の
改
作
に
よ
る
一
時
的
な
管
理
で
あ
る
可
能
性
を
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
皇
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⑤

太
后
宮
に
鈴
印
が
置
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
経
緯
、
こ
の
状
況
が
恒
常
的
な
も
の
か
一
時
的
な
も
の
か
と
い
う
問
題
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

　
奈
良
時
代
初
め
か
ら
、
天
皇
は
日
常
政
務
を
内
裏
で
執
り
、
鈴
印
が
内
裏
に
安
置
さ
れ
た
こ
と
は
す
で
に
述
べ
た
。
し
た
が
っ
て
、
鈴
印
が

皇
太
后
宮
に
あ
る
の
は
特
殊
な
状
況
と
み
る
べ
き
で
あ
る
。
で
は
、
本
来
鈴
印
が
保
管
さ
れ
る
内
裏
は
こ
の
時
ど
う
な
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。

　
天
平
宝
字
元
年
五
月
辛
亥
4
条
に
「
天
皇
移
御
田
村
宮
。
為
改
修
大
宮
也
。
」
と
あ
り
、
二
ヶ
月
後
、
奈
良
麻
呂
の
変
時
点
で
も
中
等
が
田

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

村
宮
に
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
間
、
大
宮
す
な
わ
ち
内
裏
は
使
用
不
可
能
で
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
問
題
は
、
こ
の
時
期
、
鈴
印
が
な
ぜ
、

　
　
⑧

御
在
所
の
田
村
宮
で
は
な
く
、
皇
太
后
宮
に
安
置
さ
れ
た
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
次
の
奈
良
麻
呂
の
変
の
記
事
に
注
目
し
て
み
た
い
。

　
　
六
月
甲
辰
2
8
条
「
謀
園
田
村
｛
呂
。
」
　
　
（
山
背
王
の
密
告
）

　
　
七
月
戊
申
2
条
「
大
宮
〈
乎
〉
將
園
〈
止
〉
云
而
…
…
誰
奴
く
加
V
朕
朝
〈
乎
〉
背
而
」
（
孝
謙
の
詔
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
駈
率
精
丘
ハ
四
百
。
將
團
田
村
宮
。
」
（
小
野
東
人
の
自
白
）

　
　
七
月
庚
戌
4
条
「
登
兵
園
内
相
宅
。
当
選
怒
田
大
殿
。
退
嬰
太
子
。
次
傾
皇
太
后
宮
而
取
鈴
璽
。
即
召
右
大
臣
將
使
号
令
。
然
後
専
意
。
簡
四
王
中
立
以

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
爲
君
。
」
（
小
野
東
人
の
自
自
）

　
　
七
月
戊
午
1
2
条
「
先
内
相
家
〈
乎
〉
園
華
墨
〈
乎
〉
本
丁
即
大
殿
〈
乎
〉
團
而
皇
太
子
〈
乎
〉
退
二
次
者
皇
太
后
朝
く
乎
V
単
二
印
契
〈
乎
〉
取
葡
召
右

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
臣
而
天
下
〈
ホ
〉
号
令
使
爲
〈
牟
〉
。
然
後
心
念
四
王
中
〈
ホ
〉
簡
而
爲
君
〈
牟
止
〉
謀
而
」
（
孝
謙
の
詔
）

　
計
画
に
は
、
「
紫
微
内
相
・
仲
麻
呂
宅
を
囲
み
、
殺
す
。
田
村
宮
（
大
宮
・
大
殿
）
を
囲
む
。
皇
太
子
・
大
炊
王
を
退
け
る
。
皇
太
后
宮
か
ら

清
畠
（
鈴
璽
）
を
取
る
。
右
大
臣
・
藤
原
豊
成
に
号
令
さ
せ
て
帝
（
孝
謙
）
を
廃
す
。
」
な
ど
が
見
え
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
内
相
宅
・
田
村
宮

は
兵
を
発
し
「
園
」
と
行
動
が
具
体
的
で
あ
る
の
に
対
し
。
皇
太
后
宮
（
朝
）
に
は
抽
象
的
な
「
傾
」
の
語
を
用
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
　
『
曇
日
本
紀
』
に
お
け
る
「
傾
」
の
用
法
は
、
長
屋
王
の
変
の
「
長
屋
王
私
学
左
道
欲
傾
国
家
」
（
天
平
元
年
二
月
辛
来
1
0
条
）
、
橘
奈
良
麻
呂

の
変
の
「
謀
傾
宗
社
」
（
天
平
宝
字
元
年
八
月
甲
午
1
8
条
）
、
「
傾
皇
室
将
滅
臣
宗
」
（
同
年
閏
八
月
掛
戌
1
7
条
）
、
藤
原
仲
麻
呂
の
乱
関
係
の
「
兵

〈
乎
〉
號
朝
恩
〈
乎
〉
傾
動
〈
武
止
之
天
〉
」
（
天
平
宝
字
八
年
九
月
薄
書
2
0
条
）
、
「
朝
廷
〈
乎
〉
動
〈
之
〉
傾
〈
元
勲
〉
謀
〈
天
〉
」
（
天
平
神
護
元
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年
三
月
丙
申
5
条
）
、
「
逆
心
〈
乎
〉
以
〈
天
〉
朝
庭
〈
乎
〉
動
傾
〈
止
曇
天
〉
」
（
同
年
八
月
庚
申
罰
条
）
、
氷
上
塩
焼
の
謀
反
の
「
傾
奉
骸
骨
乱
國

家
〈
豊
〉
し
（
神
護
景
雲
三
年
五
月
丙
申
2
9
条
）
、
氷
上
露
虫
の
変
の
「
将
傾
朝
廷
」
（
延
暦
元
年
旧
正
月
丁
酉
1
4
条
）
な
ど
で
、
「
傾
国
家
」
「
傾
朝
庭
」

が
謀
反
を
示
す
用
語
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。
『
大
漢
和
辞
典
嚇
に
よ
る
と
「
朝
庭
（
廷
）
」
は
「
群
臣
が
天
子
に
謁
見
し
、
天
子
が
萬
機
を

聴
く
と
こ
ろ
」
で
あ
り
、
田
村
宮
で
は
な
く
皇
太
后
宮
が
こ
の
用
法
で
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
こ
の
時
期
の
皇
太
后
宮
（
朝
）
が
単
な
る

紫
微
中
台
の
政
庁
で
は
な
く
、
内
裏
に
代
わ
り
、
天
皇
が
「
ま
つ
り
ご
と
」
を
執
る
空
間
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
こ
れ
を
裏
付
け
る
の
が
奈
良
麻
呂
の
変
中
の
次
の
天
平
宝
字
元
年
七
月
戊
申
2
条
で
あ
る
。

　
　
詔
日
。
…
…
詔
畢
更
召
入
右
大
臣
以
下
群
臣
。
皇
大
后
詔
日
。
…
…

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

最
初
に
孝
謙
が
詔
し
、
さ
ら
に
「
召
入
」
し
て
皇
太
后
が
硬
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
場
所
は
皇
太
后
宮
と
考
え
ら
れ
、
天
皇
が
賛
す
る

「
庁
」
的
空
間
と
「
召
入
」
が
必
要
な
皇
太
后
の
私
的
空
間
の
存
在
が
想
定
で
き
る
。
ま
た
、
先
の
庚
戌
4
条
の
「
次
傾
皇
太
后
宮
而
取
鈴
璽
。

即
召
右
大
臣
將
使
号
令
。
」
か
ら
は
、
皇
太
后
宮
を
「
ま
つ
り
ご
と
」
の
場
と
す
る
様
子
が
う
か
が
え
る
。

　
光
明
皇
太
后
宮
の
構
造
を
知
る
史
料
は
他
に
見
え
な
い
が
、
桓
武
后
・
乙
牟
漏
の
長
岡
宮
の
皇
后
宮
に
は
「
庁
」
「
庭
」
が
見
え
（
延
暦
四
年

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

五
月
癸
丑
1
9
条
）
、
皇
后
宮
職
が
置
か
れ
、
儀
式
や
日
常
政
務
に
使
用
す
る
前
庭
が
存
在
し
た
と
見
ら
れ
て
い
る
。
乙
牟
漏
の
皇
后
宮
が
前
々
代

皇
后
の
光
明
子
の
形
式
を
継
承
し
た
可
能
性
は
高
く
、
光
明
皇
太
后
宮
が
紫
微
中
台
の
官
庁
を
併
設
し
、
政
務
の
た
め
の
政
庁
・
前
庭
を
含
む

構
造
で
あ
っ
た
可
能
性
は
十
分
に
あ
る
。
～
方
、
田
村
宮
は
、
天
平
勝
宝
四
年
四
月
乙
酉
9
条
に
「
天
皇
還
御
大
納
言
藤
原
朝
臣
仲
麻
呂
田
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

第
。
以
為
御
在
所
。
」
と
見
え
る
こ
と
か
ら
、
仲
麻
呂
の
田
村
第
の
一
角
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
田
村
第
は
岸
俊
男
氏
に
よ
り
、
左
京
四

条
二
坊
に
比
定
さ
れ
て
い
る
が
、
早
々
が
田
村
宮
で
「
ま
つ
り
ご
と
」
を
執
っ
た
こ
と
は
史
料
上
確
認
で
き
な
い
。
ま
た
、
奈
良
麻
呂
の
変
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

際
、
皇
太
子
・
大
炊
王
も
こ
こ
に
居
住
し
て
い
た
可
能
性
が
あ
り
、
官
人
が
参
入
し
天
皇
が
日
常
政
務
を
執
る
「
内
裏
」
と
し
て
の
空
間
的
条

件
を
備
え
て
い
た
か
と
い
う
点
に
は
疑
問
が
残
る
。
し
た
が
っ
て
、
「
改
修
大
宮
」
期
間
、
黒
蟻
の
日
常
政
務
は
「
内
裏
」
に
代
わ
り
、
皇
太

后
宮
、
お
そ
ら
く
紫
微
中
台
政
庁
で
行
わ
れ
、
そ
こ
で
運
用
さ
れ
る
鈴
印
も
皇
太
后
宮
に
安
置
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
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さ
ら
に
付
け
加
え
る
と
、
星
空
中
台
の
職
掌
で
あ
る
「
居
中
奉
勅
。
露
量
諸
司
。
」
（
天
平
宝
字
二
年
八
月
甲
子
2
5
条
・
宮
名
改
易
記
事
）
の
理
解

が
問
題
と
な
る
が
、
紫
微
中
台
が
、
甲
州
の
勅
を
「
奉
」
す
る
越
権
行
為
の
発
生
は
、
皇
太
后
宮
を
「
内
裏
代
」
と
し
た
こ
と
に
起
因
す
る
の

で
は
な
い
か
。
孝
謙
が
政
庁
に
不
出
御
筆
、
皇
太
后
の
私
的
空
間
に
参
入
し
て
「
奉
勅
」
す
る
役
割
を
、
そ
こ
が
皇
太
后
宮
で
あ
る
が
故
に
、

紫
微
中
台
官
人
が
担
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
実
際
、
献
物
帳
な
ど
で
「
勅
」
の
署
名
が
豊
新
中
台
宮
人
（
内
相
・
仲
麻
呂
）
の
み
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

あ
る
の
は
天
平
宝
字
元
年
五
月
か
ら
翌
二
年
八
月
庚
子
朔
の
淳
仁
即
位
ま
で
の
、
内
裏
改
修
中
と
思
わ
れ
る
期
間
に
限
ら
れ
、
そ
の
後
、
奉
勅

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

者
は
再
び
太
政
官
・
中
務
省
官
人
に
戻
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
紫
微
中
台
の
「
居
中
奉
勅
」
や
皇
太
后
宮
の
鈴
印
は
、
光
明
皇
太
后
が
鈴
印
保

管
権
や
運
用
権
を
有
す
る
皇
権
の
遂
行
主
体
で
あ
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
く
、
皇
太
遅
生
が
「
内
裏
代
」
で
あ
っ
た
時
期
に
限
定

さ
れ
る
臨
時
措
置
で
あ
り
、
鈴
印
の
保
管
権
・
運
用
権
は
や
は
り
天
皇
で
あ
る
孝
謙
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
状
況
が
翌
夕

中
台
宮
人
が
「
奉
勅
」
を
独
占
し
、
そ
の
権
限
拡
大
を
進
め
て
い
く
契
機
と
な
っ
た
可
能
性
は
十
分
に
考
え
ら
れ
る
。

第
二
節
　
太
上
天
皇
の
権
限
と
鈴
印

調印の保管・運用と皇権（加藤）

　
次
に
、
藤
原
仲
麻
呂
の
乱
を
中
心
に
、
旗
印
の
運
用
権
を
含
め
、
太
上
天
皇
の
権
限
を
検
討
し
た
い
。
天
平
宝
字
八
年
九
月
乙
巳
U
条
に
は

　
　
　
　
　
⑮

「
鈴
印
争
奪
戦
」
と
よ
ば
れ
る
次
の
記
事
が
見
え
る
。

　
　
密
着
藤
原
恵
美
朝
臣
押
居
腰
謀
頗
泄
。
高
野
天
皇
遣
少
納
言
山
村
王
。
牧
中
宮
院
田
印
。
尊
勝
聞
之
。
令
其
男
訓
儒
麻
呂
油
屋
而
奪
還
。
天
皇
遣
授
刀
少

　
　
尉
坂
上
苅
田
麻
呂
。
將
曹
牡
鹿
鴫
野
等
。
射
而
殺
虫
。
押
勝
又
国
語
衛
総
監
矢
田
部
老
。
被
甲
騎
馬
。
且
劫
詔
使
。
授
刀
紀
船
守
亦
射
殺
之
。
勅
日
。
太

　
　
師
正
｝
位
藤
原
恵
美
朝
臣
押
勝
舛
子
孫
。
起
兵
作
逆
。
傍
解
免
官
位
。
拝
除
藤
原
姓
字
娘
心
。
其
職
分
功
封
等
雑
物
。
豊
悉
牧
之
。
即
遣
使
固
守
三
關
。

　
仲
麻
呂
の
謀
叛
発
覚
と
と
も
に
、
三
世
太
上
天
皇
（
高
野
天
皇
）
は
鈴
印
掌
握
を
図
り
、
仲
麻
呂
も
こ
れ
に
対
抗
し
奪
取
を
試
み
る
。
こ
の

時
点
で
鈴
印
は
至
仁
御
在
所
の
中
宮
院
に
あ
り
、
保
管
権
は
原
則
ど
お
り
天
皇
に
あ
っ
た
。
そ
こ
で
ま
ず
、
乱
以
前
の
皇
権
を
考
え
て
み
る
と
、

孝
謙
と
淳
仁
の
関
係
に
つ
い
て
、
天
平
宝
字
六
年
六
月
庚
戌
3
条
に
は
次
の
記
事
が
見
え
る
。
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喚
集
五
位
已
上
於
朝
堂
。
細
帯
。
太
上
天
皇
御
命
以
〈
璽
〉
卿
等
諸
語
〈
墨
銀
〉
宣
〈
久
〉
。
…
…
但
政
事
〈
波
〉
常
肥
〈
利
〉
小
事
〈
波
〉
今
興
行
給

　
　
　
〈
部
〉
。
國
家
大
事
賞
講
二
柄
〈
波
〉
朕
行
〈
牟
〉
。
加
久
〈
能
〉
状
聞
食
悟
〈
止
〉
宣
御
命
衆
聞
食
宣
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

　
こ
の
孝
謙
の
詔
は
、
淳
仁
と
の
不
和
・
対
立
を
原
因
と
す
る
政
権
分
担
宣
言
（
以
下
、
「
宝
字
六
年
詔
」
）
と
さ
れ
、
先
学
の
評
価
は
大
筋
で
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

A
，
孝
謙
が
国
政
を
掌
握
、
B
．
実
質
的
効
力
は
な
く
、
孟
春
が
国
政
を
掌
握
し
た
ま
ま
、
の
二
つ
に
分
か
れ
る
。
そ
し
て
現
状
で
は
、
中
宮

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

院
の
鈴
印
は
、
淳
仁
が
国
政
の
掌
握
者
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
重
大
な
根
拠
と
さ
れ
、
こ
れ
に
依
拠
す
る
B
が
優
勢
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
鈴
印
保
管
権
の
な
い
呪
事
が
国
政
に
影
響
力
を
持
っ
て
い
た
こ
と
を
示
す
史
料
も
存
在
す
る
。
乱
直
前
の
九
月
に
仲
麻
呂
は
「
都

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

督
四
畿
内
三
關
近
江
丹
波
播
磨
等
國
兵
事
使
」
と
な
る
が
（
丙
申
2
条
）
、
こ
の
任
命
に
は
孝
謙
の
意
志
が
介
在
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、

紀
寺
奴
事
件
（
天
平
宝
字
八
年
七
月
高
聞
1
2
・
戊
申
1
3
条
）
も
孝
謙
が
決
裁
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
孝
謙
は
内
印
が
必
要
な
「
放
賎
従
良
」
や
「
官

員
増
蘭
」
・
軍
事
関
連
の
権
限
を
有
し
て
い
た
と
言
凡
る
・
ま
た
・
「
鈴
印
争
奪
戦
」
に
お
け
る
五
聖
の
少
納
言
派
遣
は
・
鈴
印
出
納
の
正
規
の

手
続
き
を
踏
ん
だ
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
孝
謙
の
武
官
（
授
刀
少
尉
等
）
派
遣
は
あ
く
ま
で
仲
麻
呂
側
の
心
得
奪
取
へ
の
対
抗
手
段
で
あ
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

底
盤
の
動
き
も
見
ら
れ
な
い
こ
と
か
ら
、
淳
仁
に
と
っ
て
も
孝
謙
の
鈴
印
摂
取
は
自
明
の
こ
と
で
あ
り
、
義
々
は
乱
以
前
か
ら
景
印
運
用
権
を

有
し
、
国
政
に
関
与
す
る
権
限
が
あ
っ
た
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
一
方
、
「
宝
字
六
年
詔
」
以
後
、
勝
運
が
決
裁
し
た
政
務
に
は
、
飢
謹
に
よ
る
公
私
負
債
・
田
租
免
除
（
宝
字
七
年
正
月
戊
午
1
5
条
）
、
賜
姓

（
八
月
己
丑
1
9
条
）
、
少
僧
都
解
任
（
九
月
癸
卯
4
条
）
の
詔
や
渤
海
使
へ
の
五
位
以
上
を
含
む
叙
位
（
正
月
庚
戌
7
条
）
な
ど
鈴
印
を
必
要
と
す
る

　
⑬

も
の
が
見
え
る
。

　
以
上
か
ら
考
え
る
と
、
孝
心
と
淳
仁
が
と
も
に
国
政
に
関
与
し
て
鈴
印
運
用
権
を
有
し
、
仲
麻
呂
謀
反
の
よ
う
な
「
国
家
大
事
」
に
は
孝
謙

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

の
運
用
権
が
優
先
さ
れ
る
と
い
う
状
況
が
想
定
で
き
、
「
宝
字
六
年
詔
」
の
有
効
性
が
認
め
ら
れ
る
。
し
か
し
、
鈴
印
が
皇
霊
発
動
に
必
要
な

重
器
で
あ
る
と
同
時
に
、
日
常
の
文
書
行
政
に
不
可
欠
で
あ
る
こ
と
を
考
え
る
な
ら
ば
、
む
し
ろ
「
常
皇
室
小
事
」
を
行
う
幽
冥
こ
そ
鈴
印
を

頻
繁
に
必
要
と
す
る
の
で
は
な
い
か
。
し
た
が
っ
て
、
鈴
印
保
管
権
が
天
皇
に
あ
り
、
内
裏
（
天
皇
御
在
所
）
に
保
管
す
る
原
則
に
変
更
は
な
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鈴印の保管・運用と皇権（加藤）

い
が
、
鈴
印
運
用
権
を
含
む
皇
権
遂
行
の
主
体
は
、
謝
意
保
管
権
と
必
ず
し
も
合
致
せ
ず
、
個
別
に
考
え
る
必
要
が
あ
る
。

　
で
は
、
甲
佐
以
外
の
太
上
天
皇
は
、
鈴
印
運
用
権
を
有
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
孝
謙
以
前
に
は
、
持
統
が
行
幸
中
に
叙
位
・
賜
姓
（
大
宝

二
年
＋
装
甲
辰
1
0
条
～
＋
～
月
戊
子
2
5
条
）
を
行
っ
た
例
が
あ
る
。
ま
た
、
政
務
へ
の
積
極
的
関
与
は
見
ら
れ
な
い
も
の
の
、
聖
武
の
遺
詔
に
よ
る

道
祖
王
立
太
子
の
決
定
（
天
平
勝
宝
八
歳
五
月
乙
卯
2
条
）
や
、
「
宝
字
六
年
詔
」
受
容
の
背
景
に
は
、
鈴
印
運
用
権
を
含
む
質
権
の
遂
行
主
体
と

し
て
の
太
上
天
皇
の
位
置
付
け
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
仲
麻
呂
の
寝
癖
、
勝
者
で
あ
る
孝
謙
（
称
徳
）
が
こ
の
権
限
を
否
定
し
た
と
は
考

え
が
た
く
、
薬
圃
の
変
の
際
、
大
同
四
年
四
月
戊
寅
3
条
に
は
、
「
遣
使
発
畿
内
拝
紀
伊
国
兵
。
與
薬
圃
同
輿
。
自
川
口
道
士
於
東
国
。
」
と
平

城
太
上
天
皇
の
兵
差
発
権
が
見
え
、
｝
方
で
嵯
峨
天
皇
側
の
固
関
（
弘
仁
兀
年
九
月
丁
未
－
o
条
）
も
見
え
る
。

　
し
た
が
っ
て
、
言
言
保
管
権
は
原
則
ど
お
り
天
皇
に
集
約
さ
れ
る
が
、
運
用
権
は
一
元
化
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
言
え
る
。
実
際
に
太
上
天

皇
も
運
用
権
を
持
ち
、
三
権
の
遂
行
主
体
が
二
分
す
る
と
い
う
矛
盾
が
生
じ
て
お
り
、
天
皇
と
太
上
天
皇
の
対
立
の
一
因
と
も
な
っ
た
の
で
あ

る
。

①
天
平
宝
字
四
年
六
月
乙
丑
7
条
の
光
明
皇
太
后
崩
伝
に
は
「
勝
宝
元
年
。
高
野

　
天
皇
受
禅
。
改
皇
后
宮
職
日
紫
微
中
帯
。
」
と
見
え
、
天
平
勝
宝
元
年
八
月
辛
未

　
！
0
条
の
紫
微
中
台
官
人
任
命
が
紫
微
中
台
初
見
。

②
瀧
川
政
次
郎
「
紫
微
中
台
考
」
（
『
法
制
史
論
叢
4
・
律
令
諸
制
及
び
令
外
富
の

　
研
究
』
～
九
六
七
年
・
角
川
書
店
、
初
出
～
九
五
四
年
）

③
岸
俊
男
『
藤
原
仲
麻
呂
』
（
一
九
六
九
年
目
吉
川
弘
文
館
）

④
近
藤
毅
大
「
紫
微
中
台
と
光
明
皇
太
盾
の
門
勅
」
」
（
『
ヒ
ス
ト
リ
ア
睦
一
五

　
五
・
一
九
九
七
年
）

⑤
吉
川
敏
子
「
紫
微
中
台
の
「
居
中
奉
勅
」
に
つ
い
て
の
考
察
｝
（
咽
ヒ
ス
ト
リ

　
ア
隔
一
六
八
・
二
〇
〇
〇
年
）

⑥
北
山
茂
夫
氏
は
、
「
も
と
も
と
太
政
官
に
遣
く
べ
き
鈴
・
印
・
契
は
皇
太
盾
の

　
朝
す
な
わ
ち
紫
微
申
台
に
保
持
さ
れ
て
い
た
の
だ
駄
と
す
る
が
、
「
太
政
官
に
置

　
く
べ
き
」
は
不
適
切
。
「
天
平
品
題
に
お
け
る
橘
奈
良
麻
呂
の
変
」
（
『
日
本
古
代

　
政
治
史
の
研
究
魅
　
　
九
五
九
年
・
岩
波
書
店
）

⑦
「
謀
團
闘
村
宮
。
」
（
六
月
甲
辰
2
8
条
）
、
「
専
任
大
殿
。
」
（
七
月
庚
戌
4
）
と
あ

　
る
こ
と
か
ら
、
当
時
孝
孫
は
田
村
宮
に
居
住
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

⑧
内
裏
焼
亡
な
ど
の
場
合
、
鈴
印
は
天
皇
の
御
在
所
（
里
内
裏
）
に
保
管
さ
れ
て

　
い
る
。
『
本
朝
世
紀
』
長
保
元
年
六
月
十
六
研
賢
愚
条
。
噸
扶
桑
略
記
』
長
和
五
年

　
正
月
二
十
九
日
条

⑨
皇
太
后
に
「
詔
」
を
使
用
す
る
例
は
、
奈
良
麻
呂
の
変
中
の
ニ
ヵ
所
の
み
で
、

　
こ
れ
に
よ
り
光
明
皇
太
后
が
詔
勅
を
出
す
権
限
を
有
し
て
い
た
と
解
釈
す
る
見
解

　
も
あ
る
が
、
柳
雄
太
郎
氏
は
、
こ
の
二
つ
の
「
詔
」
が
宣
命
体
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

　
必
ず
し
も
皇
太
后
の
詔
勅
権
限
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
と
指
摘
す
る
。
「
献

　
物
娠
と
紫
微
中
台
」
（
『
書
陵
部
紀
要
』
三
二
・
～
九
八
○
年
）
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⑩
橋
本
義
則
「
長
岡
宮
内
青
玉
」
（
『
平
安
宮
成
立
華
の
研
究
』
一
九
九
五
年
・
塙

　
書
房
、
初
出
一
九
九
一
年
）
。
な
お
橋
本
氏
は
、
光
明
子
の
皇
太
后
宮
が
平
城
京

　
で
は
一
貫
し
て
旧
藤
原
不
比
率
邸
（
法
華
寺
）
に
置
か
れ
て
い
た
と
す
る
が
、
こ

　
の
点
に
関
し
て
は
な
お
検
討
を
要
す
る
。
ま
た
、
『
平
城
京
左
京
二
条
二
坊
・
三

　
条
二
坊
発
掘
調
査
報
告
隔
（
一
九
九
五
年
・
奈
良
県
教
育
委
員
会
）
で
は
、
畏
屋

　
王
旧
宅
を
皇
后
宮
に
比
定
す
る
。

⑪
岸
俊
男
「
藤
原
仲
麻
呂
の
田
村
第
」
（
『
日
本
古
代
政
治
史
研
究
』
一
九
六
六

　
年
・
塙
書
房
）
。
岸
氏
は
左
京
四
条
二
坊
の
十
六
坪
す
べ
て
の
「
広
大
な
地
域
を

　
占
め
て
い
た
可
能
性
も
あ
る
」
と
す
る
が
、
奈
文
研
『
平
城
京
左
京
四
条
二
坊
十

　
五
坪
発
掘
報
告
鄭
は
、
こ
の
東
半
分
（
九
l
l
十
六
坪
）
に
比
定
す
る
。

⑫
大
炊
王
が
立
太
子
以
前
に
田
村
第
に
居
住
し
て
い
た
こ
と
は
、
『
続
日
本
紀
偏

　
天
平
宝
字
元
年
四
月
辛
辛
4
条
の
立
太
子
記
事
や
淳
仁
即
位
前
紀
に
見
え
る
。

⑬
閥
大
目
本
古
文
書
』
（
二
五
i
二
二
九
）
／
「
天
平
宝
字
元
年
閏
八
月
廿
日
・

　
同
年
十
二
月
十
八
日
付
勅
旨
写
漏
（
壬
生
置
旧
蔵
・
京
都
大
学
所
蔵
）
（
京
都
大
学

　
博
物
館
買
九
九
二
年
秋
季
企
画
展
・
古
文
書
の
魅
力
』
に
釈
文
掲
載
）

⑭
『
大
日
本
古
文
書
』
（
四
－
三
三
七
）
（
四
－
四
二
六
）

⑮
「
鈴
印
争
奪
戦
」
記
事
は
当
該
条
以
外
に
も
、
関
係
者
の
麗
去
記
事
や
詔
に
見

　
え
、
要
約
す
る
と
次
の
よ
う
な
流
れ
に
な
る
。
（
日
付
が
な
い
も
の
は
当
該
条
）

　
ω
孝
謙
が
少
納
言
・
山
村
王
を
派
遣
、
鈴
印
を
収
め
さ
せ
る
。
②
仲
麻
呂
が
こ
れ

　
を
聞
き
、
子
の
訓
儒
麻
呂
ら
に
迎
え
奪
わ
せ
る
。
㈹
近
衛
・
物
部
中
沼
が
（
孝
謙

　
に
）
急
を
告
げ
る
。
（
神
護
景
雲
元
年
七
月
丁
巳
1
0
条
）
叫
孝
謙
は
授
刀
少
尉
・

　
坂
上
苅
田
麻
呂
と
将
曹
・
牡
鹿
鴎
足
を
派
遣
、
樹
苅
田
麻
呂
ら
は
詔
を
奉
じ
て
馳

　
せ
、
訓
儒
麻
呂
を
射
殺
す
。
（
延
暦
五
年
正
月
戊
戌
7
条
）
㈲
伸
麻
呂
は
、
中
衛

　
将
監
・
矢
田
部
老
を
派
遣
老
は
甲
を
つ
け
騎
馬
し
、
駅
使
を
却
す
。
ω
授
刀
・
紀

　
船
守
が
之
（
矢
田
部
老
）
を
射
殺
す
。
㈹
山
村
王
は
「
密
告
消
息
」
遂
に
君
命
を

　
果
た
す
。
（
神
護
潮
雲
元
年
十
～
月
癸
亥
1
7
条
）

⑯
天
平
宝
字
六
年
五
月
雨
丑
2
3
条
に
「
高
野
天
皇
甲
屋
有
隙
。
於
是
。
車
駕
還
平

　
城
宮
。
帝
御
子
中
宮
院
。
高
野
天
皇
御
子
法
華
寺
。
」
と
見
え
る
。

⑰
北
山
茂
夫
「
藤
原
恵
美
押
勝
の
乱
」
（
『
日
本
古
代
政
治
史
の
研
究
』
～
九
五
九

　
年
・
岩
波
書
．
店
）
／
鈴
木
靖
民
「
高
野
天
皇
の
称
号
に
つ
い
て
」
（
開
國
學
院
雑

　
誌
』
七
七
－
九
・
一
九
七
六
年
）

⑱
木
本
好
信
「
仲
麻
呂
と
孝
謙
上
皇
・
淳
仁
天
皇
」
（
『
藤
原
仲
麻
呂
政
権
の
基
礎

　
的
考
察
』
　
九
九
三
年
・
高
科
書
店
、
初
出
一
九
八
七
年
）
／
仁
藤
敦
史
「
太
上

　
天
皇
鯖
の
展
開
」
（
前
掲
）

⑲
『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
・
続
日
本
紀
』
（
岩
波
書
店
）
三
巻
五
七
一
ペ
ー
ジ

　
「
四
望
の
乱
勃
発
に
い
た
る
ま
で
、
鈴
印
が
一
貫
し
て
淳
仁
の
御
所
で
あ
る
中
宮

　
院
に
あ
っ
た
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
孝
謙
が
淳
仁
を
排
除
し
て
国
政
を
運
営
し
て
い

　
く
よ
う
な
体
制
は
、
ほ
と
ん
ど
整
え
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
可
能
性
が
強
い
。
偏

⑳
同
年
九
月
壬
子
1
8
条
の
仲
麻
呂
略
伝
に
は
「
謁
高
野
天
皇
。
爲
都
督
使
。
掌
兵

　
自
衛
。
准
前
論
國
試
兵
之
法
。
管
内
兵
士
毎
國
廿
人
。
五
日
爲
番
。
集
都
督
衛
。

　
簡
閲
武
藝
。
…
…
」
と
見
え
る
。

⑳
延
喜
太
政
官
式
・
内
外
印
条

⑫
　
天
平
宝
字
八
年
十
月
壬
申
9
条
の
孝
謙
の
詔
に
は
、
「
轟
轟
〈
仁
〉
仲
麻
呂

　
〈
止
〉
同
心
〈
旱
天
〉
繭
朕
〈
乎
〉
掃
〈
止
〉
謀
〈
財
利
〉
。
…
…
し
と
あ
る
が
、

　
出
置
廃
位
の
理
由
と
さ
れ
て
い
る
た
め
そ
の
ま
ま
受
け
取
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　
ま
た
、
中
宮
院
で
の
「
鈴
印
争
奪
戦
」
に
も
関
わ
ら
ず
、
仲
麻
呂
側
か
ら
淳
仁
へ

　
の
接
触
が
図
ら
れ
た
形
跡
が
な
く
、
仲
麻
呂
が
塩
焼
王
（
氷
上
塩
焼
）
を
今
帝
と

　
し
て
擁
立
し
た
（
九
月
壬
子
1
8
条
）
点
か
ら
考
え
て
、
塗
上
が
乱
に
お
い
て
仲
麻

　
呂
を
支
援
し
て
い
た
と
は
考
え
に
く
い
。

⑬
　
延
喜
太
政
官
式
・
内
外
熱
讃
、
公
式
令
・
天
子
神
璽
条
。
ま
た
、
国
司
任
命

　
（
天
平
宝
字
七
年
正
月
壬
子
9
粂
・
四
月
丁
亥
1
4
条
・
同
八
年
正
月
己
未
2
1
条
）

　
で
任
地
に
赴
く
新
任
團
司
に
駅
鈴
を
給
す
場
合
に
も
内
印
請
印
が
必
要
。
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⑳
　
こ
れ
以
前
は
孝
謙
が
太
上
天
皇
と
し
て
積
極
的
に
政
務
に
関
与
、
決
裁
す
る
例

第
三
章
　
鈴
印
の
形
骸
化
と
そ
の
契
機

は
見
え
な
い
。

　
第
一
章
・
第
二
章
で
は
、
保
管
権
・
運
用
権
か
ら
、
律
令
制
下
に
お
け
る
輪
留
の
実
用
と
皇
権
の
問
題
を
論
じ
、
そ
の
矛
盾
に
触
れ
た
。
そ

こ
で
当
章
で
は
、
以
後
、
皇
権
の
遂
行
主
体
と
文
書
行
政
の
変
化
の
中
で
鈴
印
の
運
用
が
ど
の
よ
う
に
変
化
し
て
い
く
か
と
の
見
通
し
を
、
皇

位
継
承
と
太
上
天
皇
制
の
転
換
を
中
心
に
述
べ
て
お
き
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

　
皇
位
継
承
時
の
鈴
印
の
移
動
（
鈴
印
渡
御
）
は
、
『
儀
式
』
以
降
、
譲
位
の
儀
式
次
第
に
詳
細
が
見
え
、
要
約
す
る
と
以
下
の
流
れ
と
な
る
。

　
　
ω
天
皇
移
御
　
②
固
関
・
警
固
（
以
上
、
前
日
ま
で
）
　
㈹
天
皇
譲
位
宣
命
（
皇
太
子
・
群
臨
臨
席
）
　
㈲
皇
太
子
（
新
帝
）
春
宮
坊
に
還

　
　
御
。
少
納
言
等
、
神
璽
・
鈴
印
等
を
持
ち
追
従
。

　
天
皇
崩
御
の
場
合
に
も
即
日
の
鈴
印
渡
御
が
見
え
、
と
も
に
「
践
酢
」
と
呼
ば
れ
る
。
平
安
時
代
に
は
先
帝
の
譲
位
・
崩
御
の
場
合
と
も
、

正
式
な
即
位
儀
が
行
わ
れ
る
の
は
、
こ
の
蓋
世
の
数
日
か
ら
数
ヶ
月
後
で
あ
り
、
即
位
以
前
、
先
帝
退
位
の
時
点
で
鈴
印
の
保
管
権
は
新
帝
に

移
行
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
、
こ
の
践
酢
、
特
に
黒
印
渡
御
の
成
立
時
期
に
注
目
し
、
鈴
印
の
保
管
権
と
運
用
権
の
移
行
に
つ
い
て
検
証

し
た
い
。
（
【
表
2
】
参
照
）

【
表
2
】
　
天
皇
践
酢
漬
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
記
事
は
六
国
史
・
『
日
本
紀
略
』
に
よ
る
。
○
数
字
は
閏
月
。
）

天
皇

崩
御
ま
た
は
譲
位
の
日

次
天
皇
即
位
日

神
璽
・
鈴
印
記
事

固
関

備
　
　
　
　
　
考

文
武

慶
雲
四
・
六
・
辛
巳
1
5
崩
御

七
・
壬
子
1
7

元
明

霊
亀
元
・
九
・
庚
辰
2
譲
位

同
上

元
正

神
亀
元
・
二
・
甲
午
4

同
上

63 （857）



譲
位

聖
武

天
平
勝
宝
元
・
七
・
甲
午
2
譲
位

同
上

⑤
・
丙
辰
2
3
　
天
皇
遷
御
薬
師
毒
宮
。
為
御
在
所
。

孝
謙

天
平
宝
字
二
・
八
・
庚
子
朔
譲
位

同
上

淳
仁

天
平
宝
字
八
・
十
・
壬
申
9
廃
位

9
・

十
・
壬
申
9
　
高
野
天
皇
遣
…
山
村
車
中
詔
臼
。
…
以
帝
位
く
乎
方
V
退
賜
〈
天
〉
…

称
徳

宝
亀
元
・
八
・
拳
拳
4
崩
御

十
・
己
丑
朔

八
・
癸
巳
4
八
・
癸
巳
4
左
大
臣
…
等
定
策
禁
中
立
憲
為
皇
太
子
。
八
・
乙
未
6
　
差
近
江
国
兵
二
百
騎
。
八
・
丙
午
1
7
　
葬
…
皇
太
子
在
宮
留
守
。
八
・
庚
戌
2
1
　
皇
太
子
令
旨
（
道
鏡
左
遷
）

光
仁

天
応
元
・
四
・
辛
卯
3
譲
位

同
上

四
・
己
丑
朔

四
・
癸
卯
1
5
　
天
皇
御
大
極
殿
詔
日
。
（
即
位
宣
命
）

桓
武

大
同
元
・
三
・
辛
巳
1
7
崩
御

五
・
辛
巴
1
8

三
・
辛
巳
1
7
　
璽
県
単
櫃
奉
東
宮

三
・
辛
巳
1
7

平
城

大
同
四
・
四
・
丙
子
朔
譲
位

四
・
戊
子
1
3

四
・
戊
寅
3
　
上
復
調
表
日
。
…
天
下
神
器
不
可
軽
傳
。

嵯
峨

弘
仁
十
四
・
四
・
庚
子
1
6
譲
位

四
・
辛
亥
2
7

四
・
戊
申
2
4

四
・
甲
午
1
0
　
帝
避
干
冷
然
院

淳
和

天
長
十
・
一
㌘
乙
酉
2
8
譲
位

三
・
癸
巳
6

二
・
辛
巳
2
4
　
皇
帝
遷
御
西
院
。
為
譲
位
也
。

仁
明

嘉
祥
三
・
三
・
己
亥
2
1
崩
御

四
・
甲
子
1
7

三
・
己
亥
2
1
　
贅
天
子
神
璽
宝
剣
符
節
鈴
印
等
奉
於
皇
太
子
直
曹

三
・
乙
未
1
7
二
・
庚
戌
朔
　
聖
躬
不
豫
。
皇
太
子
侍
殿
上
。
三
・
丁
酉
1
9
　
天
皇
落
飾
入
道
。

文
徳

天
安
二
・
八
・
謡
講
2
7
崩
御

十
一
・
甲
子
7

八
・
甲
寅
2
6

八
・
壬
子
2
4
　
帝
病
田
弥
加
。
…
皇
太
子
侍
於
嘗
薬
。

清
和

貞
観
十
八
・
十
～
・
壬
寅
2
9
譲
位

元
慶
元
・
正
・
乙
亥
3
十
一
・
壬
寅
2
9
　
皇
太
子
受
天
子
神
璽
宝
剣
。
御
鳳
螢
。
帰
於
東
宮
。
文
武
百
官
窟
従
如
常

十
～
・
庚
子
2
7
　
車
駕
写
染
殿
院
。
十
～
・
辛
丑
2
8
　
天
皇
有
意
譲
位
。
故
出
居
外
宮
。
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儀
。

陽
成

元
慶
八
・
二
・
欝
欝
4

二
・
甲
寅
2
3

一
丁
乙
甲
4
　
奉
天
子
神
璽
宝
鏡
剣
等
今
皇
一一

E
丙
申
5
二
・
乙
未
4
　
天
皇
出
自
綾
綺
殿
。
遷
幸
二
士
院
。

譲
位

帝
於
東
二
条
宮
。

…
神
璽
宝
剣
鏡
等
依
例
相
従
。
駅
鈴
傳
符
内
印
管
鍮

二
・
丙
申
5
　
遣
…
運
内
裏
所
留
鈴
印
匙
鐙

等
留
遣
承
明
門
内
東
廊
。

等
。
置
東
宮
南
門
内
西
搬
。

光
孝

仁
和
三
・
八
・
丁
卯
2
6

十
一
・
丙
戌
1
7

八
・
丁
卯
2
6
　
載
録
天
子
神
璽
宝
剣
等
。
奉

八
・
丁
卯
2
6

八
・
丁
半
2
6
　
天
皇
聖
燈
不
豫
。
是
日

崩
御

皇
太
子
直
響
。

立
第
七
皇
子
誰
為
皇
太
子
。

宇
多

寛
平
九
・
七
・
丙
子
3

七
・
丙
戌
1
3

七
・
戊
寅
5

七
・
丙
子
3
　
皇
太
子
於
清
涼
殿
下
元
服
。

譲
位

醍
醐

延
長
八
・
九
・
壬
午
2
2

十
一
・
廿
一

九
・
壬
午
2
2
　
内
侍
執
判
型
。
参
宣
工
率

九
・
壬
午
2
2

九
・
丁
半
2
7
　
先
帝
（
醍
醐
）
欲
平
坐
朱
雀
院
之
間
。

譲
位
（
崩
御
）

（
東
宮
在
所
）
奉
之
。

御
病
甚
重
。
移
坐
右
近
衛
胴
大
将
曹
葡
。

九
・
己
丑
2
9
　
太
上
皇
（
醍
醐
）
崩
給
。

朱
雀

天
慶
九
・
四
・
庚
辰
2
0

四
・
廿
八

四
・
己
卯
1
9

譲
位

村
上

康
保
四
・
五
・
艶
書
2
5

十
・
丙
寅
U

五
・
癸
丑
2
5
　
奉
璽
剣
於
皇
太
子
直
曹
襲
芳

五
・
癸
丑
2
5

五
・
癸
丑
2
5
　
皇
太
子
受
難
酢
於
凝
華
舎
。

崩
御

舎
（
或
云
。
凝
華
舎
）

冷
泉

安
和
二
・
八
・
戊
子
1
3

九
・
丁
卯
2
3

八
・
戊
子
1
3
　
令
貰
思
葉
於
内
侍
。
参
甲
高

八
・
丁
亥
1
2

譲
位

舎
。

円
融

永
観
二
・
八
・
甲
辰
2
7

十
・
丙
戌
－
o

八
・
壬
寅
2
5

譲
位

華
山

寛
和
二
・
六
・
庚
申
2
3

七
・
戊
子
2
2

六
・
庚
申
2
3
　
先
干
天
皇
。
密
尊
霊
璽
於
東

論議

E
庚
申
2
3
　
　
A
7
暁
面
繋
許
。
　
天
皇
密
々
山
田
赫
ホ
中
。

談
位

密
。

向
東
蜘
華
山
寺
。
（
華
山
）
剃
御
髪

一
條

寛
弘
八
・
六
・
乙
卵
1
3

十
・
乙
卯
怖

六
・
甲
寅
1
2

六
・
辛
酉
1
9
　
太
上
皇
落
髪
入
道
。

譲
位

六
・
甲
子
2
2
　
太
上
皇
（
一
條
）
崩
。

三
条

長
和
五
・
正
・
甲
戌
2
9

二
・
壬
午
7

正
・
甲
戌
2
9
　
奉
剣
璽
等
。

正
・
庚
午
2
5

譲
位
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ま
ず
譲
位
の
場
合
、
貞
観
年
間
（
清
和
朝
）
成
立
と
見
ら
れ
る
『
儀
式
』
（
譲
国
儀
）
が
宝
印
渡
御
の
最
も
古
い
記
事
と
な
る
。
井
上
光
貞
氏

は
、
清
和
譲
位
・
陽
成
受
禅
記
事
（
貞
観
十
八
年
十
一
月
庚
子
2
7
～
壬
寅
2
9
条
）
が
『
儀
式
』
と
符
合
す
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
最
初
の
実
施
例
で
あ

　
　
　
　
　
②

る
と
指
摘
す
る
。
清
和
譲
位
記
事
に
鈴
印
は
見
え
な
い
が
、
こ
れ
よ
り
前
の
仁
明
・
文
徳
の
崩
御
時
に
は
、
即
日
、
皇
太
子
の
も
と
へ
の
鈴
印

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

渡
御
が
行
わ
れ
て
い
る
（
後
述
）
。
次
の
陽
成
譲
位
時
に
も
東
宮
へ
の
鈴
印
渡
御
が
見
え
、
次
い
で
光
孝
の
崩
御
当
日
、
神
璽
と
鈴
印
が
皇
太
子

　
　
　
　
　
　
　
④

に
奉
上
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
こ
の
時
代
す
で
に
、
践
酢
に
よ
る
翻
印
保
管
権
の
皇
太
子
へ
の
移
行
が
あ
り
、
清
和
譲
位
時
に
も
『
儀
式
嚇

同
様
、
亭
亭
渡
御
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
『
儀
式
』
最
初
の
実
施
例
で
あ
る
こ
の
記
事
に
「
如
常
儀
」
と
見
え
る
こ
と
か
ら
、
鴨
儀

式
』
の
式
次
第
が
清
和
以
前
の
例
を
も
と
に
整
備
さ
れ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
以
上
か
ら
、
清
和
以
前
の
譲
位
例
で
「
譲
位
儀
」
の
諸
項
目

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

が
出
揃
い
始
め
る
平
城
や
、
ほ
ぼ
一
致
す
る
嵯
峨
ま
で
黒
印
渡
御
、
す
な
わ
ち
譲
位
当
日
の
保
管
権
の
移
行
が
さ
か
の
ぼ
る
可
能
性
は
あ
る
。

　
次
に
崩
御
の
場
合
、
仁
明
崩
御
が
皇
位
継
承
時
の
勉
強
渡
御
の
初
見
と
な
る
。
嘉
祥
三
年
三
月
己
亥
2
1
条
に
よ
る
と
、
仁
明
が
内
裏
清
涼
殿

で
崩
御
し
た
即
日
、
参
議
が
左
右
近
衛
将
な
ど
を
率
い
て
「
天
子
神
璽
轟
轟
符
節
同
志
等
」
を
も
ち
、
皇
太
子
直
島
（
仁
明
の
側
に
侍
っ
て
い
た

皇
太
子
の
～
時
的
な
休
息
所
）
に
奉
上
、
少
納
一
蕎
が
鈴
印
画
を
重
し
、
そ
の
後
皇
太
子
は
東
宮
に
還
御
し
て
い
る
。
次
の
文
徳
崩
御
時
（
天
安
二

年
八
月
乙
卯
2
7
条
）
に
も
同
様
の
記
事
が
見
え
、
崩
御
当
日
に
宝
印
保
管
権
が
皇
太
子
（
新
帝
）
に
移
行
し
て
い
る
と
携
え
る
。

　
仁
明
以
前
に
は
、
称
徳
・
桓
武
の
崩
御
例
が
あ
る
が
、
桓
武
崩
御
当
日
の
大
同
元
年
三
月
辛
巳
1
7
条
に
は
「
璽
井
劔
亜
門
東
宮
」
と
見
え
、

続
け
て
固
関
が
行
わ
れ
る
。
～
方
、
称
徳
崩
御
の
宝
亀
元
年
八
月
矯
激
4
条
に
も
聖
遷
が
見
え
、
皇
太
子
白
壁
王
（
光
仁
）
が
即
位
す
る
ま
で

の
間
に
、
近
江
国
騎
兵
差
発
や
皇
太
子
令
旨
に
よ
る
道
鏡
の
左
遷
追
放
な
ど
が
行
わ
れ
る
。

　
柳
沼
千
枝
氏
は
、
こ
の
固
関
と
騎
兵
差
発
に
着
目
し
て
、
称
徳
甥
御
を
「
践
酢
」
制
度
成
立
の
先
遣
と
位
置
付
け
、
白
壁
王
が
鈴
印
の
み
掌

握
し
、
神
璽
未
継
承
の
た
め
皇
太
子
の
ま
ま
執
政
す
る
こ
の
状
態
か
ら
、
次
の
桓
武
受
禅
時
に
は
神
璽
・
証
印
を
と
も
に
継
承
す
る
践
酢
が
成

　
　
　
　
　
　
⑥
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

毒
し
た
と
述
べ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
土
井
郁
磨
氏
は
、
『
西
宮
記
』
で
、
天
皇
崩
御
後
に
存
命
し
て
い
る
が
如
く
大
赦
や
詔
勅
が
出
さ
れ
、
警

固
・
固
関
実
施
も
新
帝
へ
の
神
璽
・
鈴
印
渡
御
以
前
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
島
々
等
は
前
天
皇
の
詔
勅
権
限
に
依
拠
し
て
い
る
と
述
べ
、
白
壁
王
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鈴印の保管・運用と皇権（加藤）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

は
道
鏡
の
左
遷
追
放
を
実
行
す
る
た
め
、
称
徳
大
葬
時
に
「
留
守
」
と
な
る
こ
と
で
初
め
て
鈴
印
を
掌
握
し
た
と
指
摘
す
る
。
両
説
が
と
も
に

問
題
と
す
る
固
関
実
施
に
は
鈴
印
が
不
可
欠
で
あ
る
が
、
鈴
印
の
保
管
権
と
運
用
権
が
必
ず
し
も
合
致
し
な
い
こ
と
は
前
章
で
述
べ
た
通
り
で

あ
り
、
個
別
に
検
証
す
る
必
要
が
あ
る
。

　
ま
ず
鈴
印
保
管
権
は
、
皇
太
子
監
国
の
場
合
で
も
運
用
権
を
持
た
な
い
留
守
官
に
は
な
く
、
土
井
説
の
認
印
掌
握
時
期
は
成
立
し
な
い
。
即

位
の
儀
式
次
第
や
令
文
に
も
鈴
印
渡
御
は
見
え
ず
、
保
管
権
は
即
位
以
前
に
移
行
し
た
と
見
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
次
に
運
用
権
に
つ
い
て

は
、
固
関
が
「
前
天
皇
の
詔
勅
等
の
権
限
に
依
拠
」
し
た
と
す
る
土
井
説
が
問
題
と
な
る
が
、
こ
れ
に
は
次
の
『
小
右
記
匝
寛
弘
八
年
七
月
十

一
日
条
引
用
の
天
慶
九
年
四
月
廿
六
日
記
事
が
参
考
と
な
る
。

　
　
頭
弁
傳
勅
云
、
固
関
備
付
国
司
、
依
御
総
意
後
未
始
政
之
間
、
不
可
賜
宮
符
、
亦
可
給
宣
旨
、
天
慶
九
・
寛
平
九
年
等
例
頗
可
相
准
者
、
謹
話
之
了
、

　
　
…
…
天
慶
九
年
四
月
廿
六
日
云
々
、
是
日
伊
勢
国
固
関
使
覆
奏
使
到
来
云
々
、
鎧
装
例
賜
富
符
、
而
禅
位
最
後
未
有
内
印
政
、
話
語
寛
平
九
年
例
只
下
宣

　
　
旨
云
々
、
…
：

天
慶
九
年
四
月
廿
日
に
朱
雀
が
譲
位
し
、
こ
の
記
事
の
二
B
後
、
皇
愚
弟
（
村
上
）
が
即
位
す
る
。
固
関
は
譲
位
前
日
に
行
わ
れ
、
こ
の
廿
六

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

日
に
至
り
伊
勢
駒
澤
覆
奏
使
が
到
来
し
て
い
る
。
本
来
、
軍
票
後
に
国
国
は
覆
奏
文
を
氷
り
、
奏
後
、
承
知
官
符
に
内
印
捺
印
が
行
わ
れ
る
が
、

こ
の
時
は
「
禅
位
之
後
難
有
内
印
象
」
の
た
め
、
内
印
が
必
要
な
官
符
で
は
な
く
、
宣
旨
を
代
用
し
て
い
る
。
朱
雀
譲
位
時
に
練
習
記
事
は
見

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

え
な
い
が
、
前
後
の
例
や
皇
太
弟
が
内
裏
凝
園
舎
を
東
宮
と
し
て
い
た
点
か
ら
、
宝
印
が
内
裏
内
に
あ
り
、
保
管
権
が
皇
太
弟
に
あ
っ
た
こ
と

は
疑
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
即
位
前
の
皇
太
子
は
践
詐
で
早
婚
保
管
権
を
得
た
後
も
、
太
子
半
国
の
よ
う
に
、
運
用
権
を
持
た
な
か
っ
た
の

で
は
な
い
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
か
つ
て
岸
俊
男
氏
は
、
固
関
が
皇
位
継
承
の
危
機
に
際
し
て
行
わ
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
太
上
天
皇
不
在
で
、
天
皇
空
位
と
な
る
称
徳
・

桓
武
の
崩
御
は
ま
さ
し
く
皇
権
の
危
機
で
、
次
期
天
皇
に
と
っ
て
鈴
印
の
確
保
が
最
優
先
課
題
で
あ
っ
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
実
際
、

称
徳
崩
御
後
に
は
道
鏡
左
遷
と
い
う
事
態
が
起
き
て
お
り
、
こ
の
よ
う
な
状
況
下
で
い
ち
早
く
鈴
印
を
確
保
す
る
こ
と
が
、
白
壁
王
に
は
必
要
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だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
し
た
が
っ
て
、
即
位
前
の
皇
太
子
（
新
帝
）
に
詔
勅
発
給
権
限
、
す
な
わ
ち
鈴
印
運
用
権
が
な
く
、
先
帝
の
権
限
に

依
拠
す
る
こ
と
は
、
あ
く
ま
で
も
鈴
印
を
確
保
し
た
上
で
の
こ
と
で
、
崩
御
即
日
の
保
管
権
の
移
行
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
。
皇
太
子
の

迅
速
な
鈴
印
確
保
は
、
む
し
ろ
天
皇
崩
御
が
皇
権
の
危
機
と
結
び
つ
く
時
期
に
こ
そ
必
要
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
付
け
加
え
る
と
、
称
徳
崩
御
は
、
鈴
印
運
用
状
況
の
変
化
を
も
た
ら
す
契
機
と
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
践
酢
で
の
鈴
印
渡
御
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

譲
位
儀
で
は
少
納
言
が
主
体
と
な
っ
て
皇
太
子
に
追
従
す
る
が
、
崩
御
時
に
は
大
臣
以
下
、
群
臣
が
主
体
と
な
り
鈴
繁
を
皇
太
子
に
奉
上
す
る
。

鈴
印
の
斗
米
・
出
納
業
務
は
本
来
少
黒
雲
・
主
鈴
に
限
定
さ
れ
て
い
た
が
、
こ
こ
に
「
鈴
印
奉
上
」
の
形
を
と
っ
て
群
臣
が
介
入
し
て
く
る
の

で
あ
る
。
吉
村
武
彦
氏
は
、
大
化
前
代
に
群
臣
が
次
の
天
皇
を
選
出
す
る
シ
ス
テ
ム
が
存
在
し
た
が
、
皇
極
譲
位
以
降
、
群
臣
介
入
は
見
え
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

く
な
り
、
持
統
即
位
時
に
レ
ガ
リ
ア
奉
上
者
を
群
臣
か
ら
忌
部
に
変
更
し
た
こ
と
を
、
「
王
権
の
意
思
」
と
位
置
づ
け
た
。
以
後
、
奈
良
時
代

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

の
天
皇
は
、
文
武
崩
御
時
に
元
明
自
身
が
遺
詔
を
受
け
た
以
外
、
孝
謙
に
至
る
ま
で
す
べ
て
譲
位
で
、
即
日
即
位
し
た
た
め
、
皇
位
継
承
に
群

臣
介
入
は
見
え
な
い
。
ま
た
、
代
替
わ
り
遷
宮
を
行
わ
ず
、
原
則
的
に
内
裏
を
御
在
所
と
す
る
律
令
綱
の
初
期
に
お
い
て
、
内
裏
か
ら
の
馬
印

持
ち
出
し
は
基
本
的
に
想
定
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
し
た
が
っ
て
、
「
鈴
印
奉
上
」
の
形
で
の
再
度
の
群
臣
介
入
は
、
皇
太
子

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

不
在
の
ま
ま
称
徳
が
崩
御
し
、
群
臣
等
が
「
定
策
禁
中
。
立
誰
爲
皇
太
子
。
」
（
宝
亀
元
年
八
月
銀
鶏
4
条
）
し
た
特
殊
な
事
態
に
よ
る
も
の
で
、

こ
れ
が
「
践
酢
」
と
し
て
後
に
整
備
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
以
上
か
ら
、
称
徳
崩
御
に
は
次
の
意
義
が
認
め
ら
れ
る
。
先
帝
崩
御
後
、
皇
太
子
は
即
位
に
よ
り
鈴
印
運
用
権
を
獲
得
す
る
以
前
、
迅
速
に

鈴
印
保
管
権
を
確
保
し
て
皇
権
の
危
機
に
備
え
る
必
要
が
あ
り
、
こ
れ
が
鈴
印
渡
御
（
践
酢
）
成
立
の
契
機
と
な
っ
た
。
さ
ら
に
、
皇
位
継
承

者
不
在
の
ま
ま
の
崩
御
と
い
う
特
殊
な
事
態
は
、
皇
位
継
承
へ
の
群
臣
介
入
を
招
き
、
律
令
制
下
で
の
鈴
印
運
用
業
務
の
限
定
性
を
崩
壊
さ
せ

る
端
緒
と
な
っ
た
。

　
最
後
に
、
前
章
で
述
べ
た
、
「
太
上
天
皇
と
天
皇
が
同
時
に
鈴
印
運
用
権
を
持
ち
、
皇
権
の
遂
行
主
体
と
な
る
矛
盾
」
が
、
そ
の
後
の
鈴
印

運
用
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
の
か
触
れ
て
お
き
た
い
。
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目印の保管・運溺と皇権（加藤）

　
薬
子
の
変
の
際
、
平
城
太
上
天
皇
と
嵯
峨
天
皇
の
双
方
に
鈴
印
運
用
権
が
あ
っ
た
こ
と
は
す
で
に
述
べ
た
。
過
去
の
仲
麻
呂
の
乱
に
お
い
て

は
、
明
ら
か
に
孝
謙
太
上
天
皇
の
運
用
権
が
優
勢
で
あ
り
、
こ
れ
を
教
訓
と
し
て
、
皇
権
を
天
皇
の
も
と
で
＝
兀
化
す
る
た
め
に
は
、
天
皇
側

が
、
鈴
印
運
用
権
の
あ
る
太
上
天
皇
側
を
凌
駕
す
る
別
の
機
能
を
持
つ
必
要
が
あ
っ
た
。
こ
の
た
め
に
新
設
さ
れ
た
の
が
、
尚
侍
の
奏
請
・
宣

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

伝
（
後
宮
職
員
令
・
内
侍
司
条
）
の
職
権
を
移
行
し
た
と
見
ら
れ
る
令
外
官
の
蔵
入
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
蔵
人
に
よ
る
命
令

ル
ー
ト
は
、
令
制
官
司
に
よ
る
ル
ー
ト
へ
の
対
抗
手
段
で
あ
り
、
同
時
に
、
鈴
印
運
用
に
よ
る
律
令
文
書
行
政
の
凌
駕
を
意
図
し
て
新
設
さ
れ

た
の
で
あ
る
。

　
薬
子
の
変
に
勝
利
し
た
嵯
峨
天
皇
は
、
譲
位
時
に
太
上
天
皇
の
尊
号
を
辞
退
し
て
、
次
の
天
皇
か
ら
授
与
さ
れ
る
形
式
を
と
る
こ
と
で
、
皇

権
の
遂
行
主
体
と
し
て
の
立
場
を
放
棄
し
、
太
上
天
皇
の
地
位
の
転
換
と
皇
権
の
天
皇
へ
の
＝
七
化
を
図
っ
た
。
以
後
、
太
上
天
皇
と
天
皇
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

の
政
治
的
対
立
が
回
避
さ
れ
た
こ
と
は
す
で
に
先
学
が
指
摘
し
て
い
る
。
し
か
し
、
太
上
天
皇
制
転
換
の
過
程
に
お
け
る
、
従
来
の
律
令
文
書

行
政
を
凌
駕
す
る
令
外
官
の
新
設
は
、
律
令
文
書
行
政
自
体
の
機
能
を
低
下
さ
せ
、
さ
ら
に
は
鈴
印
効
力
の
低
下
を
も
招
く
こ
と
に
な
っ
た
と

　
　
　
　
　
⑱

考
え
ら
れ
る
。

①
『
儀
式
』
（
譲
国
儀
）
・
『
西
宮
記
』
（
天
皇
譲
位
事
）
幽
北
山
抄
臨
（
譲
位
事
）
・

　
『
江
家
次
第
』
（
御
譲
位
）

②
井
上
光
貞
「
即
位
儀
と
そ
の
成
立
」
（
四
日
本
古
代
の
王
権
と
祭
祀
』
一
九
八
四

　
年
・
東
京
大
学
出
版
会
）
な
お
、
井
上
氏
は
、
先
帝
譲
位
時
に
神
璽
渡
御
が
行
わ

　
れ
る
「
譲
位
儀
」
は
『
儀
式
』
に
よ
っ
て
初
め
て
成
立
し
、
こ
の
初
め
て
の
実
施

　
は
清
和
譲
位
蒔
と
す
る
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
従
え
な
い
。

③
　
陽
成
の
譲
位
（
元
慶
八
年
二
月
四
脚
乙
未
条
・
同
五
日
丙
申
条
）
は
、
新
帝

　
（
光
孝
・
一
晶
式
部
卿
時
康
親
王
）
の
同
所
へ
の
不
出
御
、
翌
日
の
鈴
印
渡
御
を

　
除
け
ば
、
式
次
第
は
明
儀
式
』
と
ほ
ぼ
一
致
す
る
。
薪
帝
が
皇
太
子
を
経
ず
、
先

　
帝
譲
位
後
に
東
宮
に
入
御
す
る
点
か
ら
も
、
鈴
丹
渡
御
が
翌
日
行
わ
れ
る
の
は
む

　
し
ろ
特
殊
な
状
況
で
あ
り
、
鈴
印
の
大
内
裏
外
へ
の
持
ち
出
し
を
避
け
た
措
遣
と

　
考
え
ら
れ
る
。

④
　
　
『
日
本
紀
略
』
仁
和
三
年
八
月
丁
本
条
に
は
鈴
懸
は
見
ら
れ
な
い
が
、
噸
西
宮

　
面
罵
（
天
皇
崩
御
條
・
裏
書
）
に
次
の
記
事
が
引
用
さ
れ
る
。
「
寛
平
御
記
／
仁
和

　
三
年
八
月
甘
六
目
丁
卯
、
巴
二
上
、
先
帝
登
霞
。
即
尚
侍
藤
原
淑
子
賜
璽
筥
及
櫛

　
剣
。
請
太
政
大
臣
霜
露
由
、
昂
進
於
麗
南
殿
。
少
納
言
左
近
少
将
等
遣
贅
鐙
（
鈴

　
ヵ
）
印
。
公
卿
候
常
寧
血
流
廊
。
典
侍
皇
子
鑑
（
鈴
ヵ
）
印
、
奉
御
座
返
。
即
公

　
卿
倦
務
固
関
。
…
…
」

⑤
土
井
郁
磨
「
「
譲
位
儀
」
の
成
立
」
（
『
中
央
史
学
恥
十
六
二
九
九
三
年
）
、

　
「
践
鉾
儀
礼
に
つ
い
て
」
（
『
中
央
史
学
』
十
八
・
｝
九
九
五
年
）
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⑥
柳
沼
千
枝
「
践
酢
の
成
立
と
そ
の
意
義
」
（
『
日
本
史
研
究
』
三
六
三
∴
九
九

　
二
年
）

⑦
『
西
宮
記
』
（
天
皇
百
事
）
門
詔
書
事
（
皇
基
躍
如
必
在
職
赦
令
。
大
臣
已
下
行

　
事
。
…
…
）
」

⑧
土
井
氏
は
、
斎
日
ま
で
の
日
数
不
足
か
ら
、
称
徳
の
崩
御
は
八
月
癸
巳
4
粂
以

　
前
で
、
数
日
間
こ
れ
を
秘
し
、
存
命
し
て
い
る
よ
う
に
見
せ
て
い
た
こ
と
を
指
摘

　
す
る
。
（
前
掲
論
文
）

⑨
『
北
山
抄
睡
（
固
議
事
）
「
国
々
杯
中
進
呈
奏
文
。
外
記
覧
当
日
上
卿
。
令
開
封

　
見
事
。
参
上
奏
之
。
給
承
知
官
符
内
印
。
」

⑩
開
日
本
紀
略
輪
天
慶
七
年
四
月
廿
二
日
甲
子
条
門
三
品
大
宰
帥
成
明
親
王
渡
坐

　
凝
華
舎
。
詞
日
天
皇
御
南
殿
。
以
成
明
親
王
為
皇
太
子
。
」

⑪
岸
俊
男
「
元
明
太
上
天
皇
の
崩
御
」
（
前
掲
）

⑫
『
西
宮
記
』
（
天
皇
毒
血
）
。
仁
明
・
文
徳
の
崩
御
な
ど
。

⑬
吉
村
武
彦
「
古
代
の
王
位
継
承
と
群
臣
」
（
『
日
本
古
代
の
社
会
と
国
家
蝕
一
九

　
九
⊥
ハ
年
・
脚
石
波
書
店
、
初
山
山
一
九
八
九
年
）

⑭
慶
雲
四
年
七
月
壬
子
1
7
条
の
元
明
の
即
位
宣
命
か
ら
う
か
が
え
る
。

⑮
称
徳
の
大
葬
が
行
わ
れ
た
宝
亀
元
年
八
月
丙
午
1
7
条
に
は
、
「
天
皇
自
幸
由
義

　
宮
。
便
鍋
聖
躬
不
豫
。
於
是
。
即
還
平
城
。
自
此
積
百
黒
日
。
不
親
視
事
。
群
臣

　
曾
無
得
謁
見
者
。
典
藏
從
三
位
吉
備
朝
臣
由
利
。
出
入
臥
内
。
傳
可
奏
事
。
」
と

　
あ
り
、
鈴
印
が
称
徳
か
ら
直
接
皇
太
子
・
白
壁
王
に
託
さ
れ
た
可
能
性
は
低
く
、

　
「
定
策
」
し
た
群
駆
た
ち
に
よ
り
奏
上
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

⑯
渡
辺
直
彦
「
蔵
入
所
の
成
立
を
め
ぐ
っ
て
」
（
『
日
本
古
代
官
位
制
度
の
蕃
礎
的

　
研
究
㎞
一
九
七
二
年
・
吉
川
弘
文
館
）

⑰
春
名
宏
昭
門
太
上
天
皇
制
の
成
立
」
（
前
掲
）

⑱
十
肚
紀
段
階
で
内
印
請
印
が
日
常
的
に
行
わ
れ
な
く
な
り
、
天
皇
不
出
御
で
大

　
臣
主
導
の
請
印
へ
変
化
す
る
こ
と
は
、
土
井
郁
磨
氏
に
よ
り
確
認
さ
れ
て
い
る
。

　
「
内
印
の
請
印
に
つ
い
て
」
（
『
古
代
中
世
史
料
学
研
究
』
下
・
吉
川
弘
文
館
・
　

　
九
九
八
年
）
し
か
し
、
令
制
従
来
の
天
皇
専
制
的
・
閉
鎖
的
な
勅
符
に
よ
る
文
書

　
発
給
が
、
糊
塗
の
変
を
契
機
と
し
て
、
非
律
令
的
な
上
卿
制
に
勅
符
の
作
成
発
行

　
を
依
拠
す
る
形
態
に
変
化
し
、
同
時
に
議
政
官
・
太
政
官
を
通
さ
な
い
指
令
を
不

　
嶺
と
し
て
、
平
城
太
上
天
皇
側
の
命
令
の
正
統
性
を
否
定
し
た
と
す
る
土
井
氏
の

　
論
に
は
、
次
の
点
に
お
い
て
従
え
な
い
。
す
な
わ
ち
、
土
井
氏
は
、
兵
士
差
発
の

　
規
模
拡
大
（
軍
糧
令
・
兵
士
差
発
条
の
筆
墨
か
ら
、
論
奏
式
の
太
政
官
奏
上
形
式

　
へ
の
変
化
）
を
こ
の
形
態
変
化
の
原
因
と
み
な
す
が
、
兵
士
差
発
条
は
論
奏
の
有

　
無
を
問
わ
ず
激
辛
を
必
要
と
す
る
意
で
、
論
奏
式
と
対
立
す
る
も
の
で
は
な
く
、

　
併
存
し
て
い
る
点
。
先
述
の
よ
う
に
、
太
上
天
皇
は
太
政
官
な
ど
正
規
の
官
司
を

　
通
し
て
の
内
印
運
用
権
を
膚
し
た
点
の
二
点
で
あ
る
。
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お
　
わ
　
り
　
に

　
本
稿
で
は
、
鈴
印
の
所
在
が
皇
権
の
掌
握
者
を
示
す
と
い
う
従
来
説
を
問
い
直
す
た
め
、
鈴
印
の
使
用
に
関
し
て
、
保
管
権
と
運
用
権
に
分

け
て
検
証
を
加
え
た
。
保
管
権
に
つ
い
て
は
、
入
選
が
奈
良
時
代
か
ら
内
裏
（
天
皇
御
在
所
）
に
保
管
さ
れ
、
少
納
言
・
主
鈴
の
み
が
請
進
・

出
納
業
務
を
行
う
原
則
を
確
認
し
た
。
特
に
内
印
は
、
遷
都
な
ど
の
特
殊
な
例
を
除
い
て
行
幸
に
も
不
携
行
で
、
内
裏
か
ら
動
か
す
こ
と
は
な



鈴印の保管・運用と皇権（加藤）

く
、
保
管
権
は
天
皇
に
集
約
さ
れ
て
い
た
と
怯
え
る
。
光
明
皇
太
后
宮
の
影
印
も
こ
の
原
則
に
反
す
る
も
の
で
は
な
く
、
従
来
の
見
解
に
依
拠

す
る
王
権
の
認
識
は
再
検
討
を
要
す
る
。

　
一
方
、
運
用
権
は
、
保
管
権
が
天
皇
に
あ
る
と
い
う
原
則
ど
お
り
で
あ
っ
て
も
、
太
上
天
皇
と
天
皇
が
と
も
に
運
用
権
を
有
し
て
皇
権
の
遂

行
主
体
と
な
る
場
合
が
あ
り
、
太
上
天
皇
の
運
用
権
が
優
先
さ
れ
た
孝
謙
太
上
天
皇
と
淳
仁
天
皇
の
例
も
見
え
る
。
本
来
、
天
皇
が
律
令
文
書

行
政
と
諸
国
へ
の
命
令
権
の
頂
点
に
あ
る
こ
と
を
示
す
鈴
印
の
運
用
権
が
天
皇
に
＝
兀
化
さ
れ
ず
、
訴
権
の
遂
行
主
体
が
二
分
す
る
と
い
う
矛

盾
は
、
両
者
の
政
治
的
対
立
の
一
因
と
な
っ
た
。

　
点
播
保
管
権
と
運
用
権
が
必
ず
し
も
合
致
し
な
い
例
は
、
皇
位
継
承
時
に
も
見
え
る
。
奈
良
時
代
に
お
い
て
は
大
部
分
の
例
が
譲
位
に
よ
る

即
日
即
位
で
あ
っ
た
が
、
太
上
天
皇
不
在
の
称
徳
天
皇
の
崩
御
に
及
ん
で
、
皇
太
子
即
位
ま
で
天
皇
位
の
空
白
が
生
じ
た
。
本
来
、
令
制
で
は
、

天
皇
行
幸
中
の
留
守
官
（
皇
太
子
監
国
）
で
あ
っ
て
も
、
皇
太
子
に
鈴
印
運
用
権
は
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
皇
権
の
危
機
に
際
し
て
、
皇
太
子

は
速
や
か
に
鈴
印
を
確
保
す
る
必
要
が
あ
り
、
鈴
印
渡
御
の
形
で
保
管
権
を
獲
得
し
、
先
帝
の
運
用
権
に
依
拠
し
て
固
関
な
ど
を
行
っ
た
。
さ

ら
に
こ
れ
が
践
酢
成
立
の
契
機
と
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
ま
た
、
生
命
運
用
の
形
骸
化
に
つ
い
て
触
れ
て
お
く
と
、
第
一
の
契
機
は
、
皇
位
継
承
者
不
在
の
称
徳
崩
御
で
あ
り
、
皇
太
子
決
定
と
「
鈴

印
奉
上
」
の
形
で
群
臣
を
介
入
さ
せ
、
鈴
印
運
用
業
務
の
限
定
性
を
崩
壊
さ
せ
る
端
緒
と
な
っ
た
。
第
二
の
契
機
は
、
薬
子
の
変
の
際
の
、
田

印
運
用
権
と
皇
権
遂
行
主
体
の
天
皇
へ
の
＝
兀
化
で
あ
り
、
律
令
文
書
行
政
の
凌
駕
を
意
図
す
る
蔵
人
の
新
設
は
、
律
令
文
書
行
政
の
効
力
低

下
の
み
な
ら
ず
、
鈴
印
の
効
力
低
下
を
招
い
た
。

　
以
上
、
鈴
印
の
保
管
権
・
運
用
権
を
も
と
に
、
八
～
九
世
紀
初
頭
の
皇
孫
の
遂
行
主
体
を
再
検
証
し
た
。
し
か
し
、
称
徳
崩
御
を
契
機
と
述

べ
た
践
酢
に
関
し
て
は
、
神
璽
・
即
位
儀
と
の
関
係
・
天
皇
の
居
所
な
ど
、
本
稿
で
は
触
れ
ら
れ
な
か
っ
た
問
題
も
あ
る
。
稿
を
改
め
て
検
証

を
加
え
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
京
都
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
博
士
後
期
諜
程
　
京
都
市
下
京
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The万碗加級System　of　Promotion　under　the　Qing　DynastY：

　　　　　　The　Durable　Bureaucracy　of　Late　lmperial　China

by

ONo　Koji

　　Qing　Dynasty　（1644－1911）　records　concernirig　bureaucratic　appointments

丘equently　ref6r．to　the　termブ吻i，　which　represented　a　means　of　hono面g　of6cials．

Significantly，　during　the　Ming　Dynasty　（1368－1644）　this　term　rarely　appears．

Instead，　it　first　became　prominent　du血g　the　Qianlong　reign（1736－96）．　As　it

became　common，　its　original　function　as　a　means　of　praising　othcials　withered，　aRd

instead，　it　could　be　purchased　by　othcials，　who　used　it　as　a　means　to　offset　any

possible　future　demotions．　This　elaborate　structure，　devoted　to　preserving

orecial　posts，　represented　one　of　the　ppaars　that　accounted　for　the　durability　of　the

traditional　Chinese　bureaucracy．

The　Use　and　Storage　of　the　Imperial　Seals（Rei－in鈴印）：

　　　　Refiections　on　the　Nature　of　Sovereign　Authority

by

KATO　Asako

　　This　study　represents　a　reappraisal　of　both　the　nature　of　lmperial　authority　and

conventional　wisdom　regairding　the　possession　of　the　othcial　imperial　seals　of　ofice

（Rei－in）．　This　monograph　analyzes　how　these　seals　were　used　and　protected　and

the　implications　this　has　for　the　nature　of　sovereignity　in　ancient　Japan．

　　Du血g　the　Nara　era（710－84），　the　Rei－in　was　stored血the　palace　and　only

lesser　rninisters　of　state（shonagon少納言and　shurei主鈴）had　the　authohty　to

take　out　the　seals　and　agow　them　to　be　used．　Save　for　times　when　the　capital

was　being　moved，　these　seals　could　not　be　removed　from　the　palace．

Nevertheless，　both　emperors（tenno天皇）and　ret辻ed　emperors（吻。纏πo太上

天皇）could　use　these　seals．　The　resulting　bifUrcation　of　imperial　authority
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represented　a　continuing　source　of　political　tension．　Nevertheless，　after　the

defeat　of　the　retired　emperor’s　f6コ口es　in　the翫s嬬。薬子rebedion　in　810，　the

emperor　came　to　rnonopolize　use　of　these　seals．　Ultimately，　however，　with　the

destruction　of　the　ritsu2rvo　order　and　the　creation　of　a　private　imperial　secretariat，

caused　the　1～ei－in　to　lose　its　significance．　The　death　of　the纏πo翫伽んπ称徳，

in　77Q，　and　the　absence　of　a　designated　heir　to　the　throne，　proved　instrumental　in

causing　the　Rei－in　te　decline　in　importance，　as　the　minlsters　of　state　gained　for

the　fust　tirne　the　power　to　use　the　imperial　seal，　which　meant　that　it　could　no

Ionger　be　exclusively　used　by　emperors．

The　Expansion　of　the　Early　Modern　Venetian　Patriciate

by

TONAI　Tetsuya

　　In　1646，　new　families　were　aggregated　to　the　Venetian　patriciate，　which　had

been　a　closed　entity　for　nearly　three　centuries，　This　article　investigates　how　the

addition　of　these　newcomers　to　the　ruling　class　infiuenced　the　power　base　and

social　mobihty　of　early　modern　Venetian　society．

　　Although　many　members　of　the　patrician　Great　CouRcil　opposed　this

aggregation，　Venetian　leaders，　pleading　an　extraordinary　need　for　revenue　to

finance　the　war　of　CEmdia　against　the　Turks，　persuaded　them　to　offer　this　status

and　its　ensuing　privileges　to　each　applicant　who　paid　the　princely　sum　of　100，000

ducats　to　the　government．　This　expanding　patriciate　refiected　the　oligarchical

nature　of　Venetian　politics，　and　the　Rewcomers　were　given　the　lowest　possible

place，　and　excluded　from　all　influential　council　posts．　These　new　farrulies　arose

from　the　foNowing　groups　：　the　nobdity　of　Terrafenua，　Venetian　tenitory　in　the

Itahan　pe血sula；chancellery　secretaries　be豆onging　to　cittadini　o卿’nan’，　citizens

by　birth　；　and　merchants．　Terraferma　nobMty　and　chancellery　secreteries　were

welcomed　into　the　patriciate，　but　the　old　families　reserved　special　opprobrium　for

irmnigrant　merchants　who　had　amassed　wealth　through　’vulgar　trades，’　just　like

a豆chemy．

　　ln　spite　of　this　distinction，　chancellery　secretaries　and　merchants　arose　from

sirnilar　social　strata．　Most　chancellery　secretaries　came　from　merchant　families．
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